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はじめに 

 

 平成２２年６月に閣議決定された地域主権戦略大綱においては、「地域主権改革」を「日

本国憲法の理念の下に、住民に身近な行政は、地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担

うようにするとともに、地域住民が自らの判断と責任において地域の諸課題に取り組むこ

とができるようにするための改革」と定義されている。 

そして、同大綱においては、地域主権改革における地方税制の課題の一つとして、地方

団体が事務事業のみならず税の面でも創意工夫を生かすことができるよう、課税自主権の

拡大を図ることとされている。 

 

 こうした地域主権改革の定義や課題を踏まえ、平成２３年度税制改正大綱（平成２２年

１２月１６日閣議決定）においても、地方税の充実とあわせ、住民自治の確立に向けた地

方税制度改革を進めることとし、この改革を進めていく上での諸課題について検討を行い、

成案を得たものから速やかに実施することとしている。【資料１】 

本研究会（「地域の自主性・自立性を高める地方税制度研究会」）は、この住民自治の確

立に向けた地方税制度改革を進める上での諸課題について検討するために設置されたもの

である。 

 

昨年度、第１回の研究会を平成２３年６月２９日に開催し、以後５回にわたり検討を重

ね、「地域決定型地方税制特例措置の創設」、「法定外税の新設・変更への関与の見直し」及

び「消費税・地方消費税の賦課徴収に係る地方団体の役割の拡大」について、集中的に検

討を行い、昨年度の検討の結果を同年１０月に「中間取りまとめ」として報告したところ

である。このうち、「地域決定型地方税制特例措置の創設」及び「消費税・地方消費税の賦

課徴収に係る地方団体の役割の拡大」については、本研究会として、結論を得たものとし

て「中間取りまとめ」において報告したところであるが、「法定外税の新設・変更への関与

の見直し」については、引き続き検討を行うこととしていた。 

「中間取りまとめ」の概要は、以下のとおりである。 

 

＜「中間取りまとめ」の概要＞ 

第１章 地方税法に定める特例措置のあり方 

～地域決定型地方税制特例措置（通称：わがまち特例）の創設～ 

（１） 地方税法に定める特例措置のあり方の見直し【資料２】 

○ 地方団体の自主・自立の観点から、地方税法で定める特例措置を可能な限り廃止

することにより、地方税制について国が定める範囲を縮小すべき。 

○ その上で、国が地方団体に対して特例措置の実施を求める場合であっても、法律

の定める範囲内で、地方団体が特例措置の内容を条例で定めることができる仕組み

（地域決定型地方税制特例措置）を導入すべき。 
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○ 今後、地方税法に定める特例措置の見直し等を行う場合には、地域決定型地方税

制特例措置方式とすることを原則とすべき。 

（２） 地域決定型地方税制特例措置における条例委任の考え方等【資料３】 

 ○ これまで国が統一的に定めていた地方団体の課税権に関する統制を徐々に緩めて

いくべきであるという観点や、住民にとって過度にわかりにくい税制となることは

避けるべきといった観点を踏まえることが適当である。 

○ 「特例期間」(特例の適用期間)、「特例割合」（特例による減額の程度）について

条例委任することを基本とすることが適当である。 

○ 特例割合等を条例に委任する際には、「法律で定める一定の特例割合等」及び条例

で定める特例割合等の「上限・下限」を設けることが適当である。 

○ 地方交付税の基準財政収入額は、「法律で定める一定の特例割合等」に基づき算定

することが適当である。 

○ 平成２４年度税制改正から、地域決定型地方税制特例措置方式による特例の導入

を検討することが適当である。 

 

第２章 法定外税の新設・変更への関与の見直し 

○ 法定外税の新設・変更への関与の見直しの具体的内容を検討するに当たり、「法定

外税の新設・変更に係る国の関与の必要性」、「手続面の関与」、「要件面の関与」の

３つの論点を設定した。今後も引き続き議論を深めていく。 

 

第３章 消費税・地方消費税の賦課徴収に係る地方団体の役割の拡大 

○ 今後、社会保障財源としての消費税（国・地方）の充実を進めるに当たっては、

「執行の責任の拡大」及び「住民の利便性の向上」等の観点から、消費税・地方消

費税の賦課徴収に係る地方団体の役割拡大を進めることが必要である。 

○ 地方団体の役割拡大の一つの具体的方策として、地方団体に対する申告書提出の

制度化が、検討課題となる。検討に当たっては、徴税コストや体制整備など、実務

上の論点を十分整理し、これらの課題解決に向けた道筋を明らかにすることが先決

なのではないか。 

○ このため、当面は、現行制度の下でも可能な「納税相談を伴う収受」等の取組を

進め、その上で、地方団体の体制整備の状況等を見極めながら、消費税・地方消費

税の税率引上げや共通番号制度が実施される時期を目途に、地方団体に対する申告

書提出の制度化について、改めて判断することが適当である。 

○ 地方団体の賦課徴収の更なる役割の拡大等についても、中長期的課題として検討

すべき。地方消費税の税率決定権を各地方団体が保持する制度の導入についても、

将来的な課題として研究を進めることが望まれる。 
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 今年度は、まず、４月２５日に第６回研究会を開催し、中間取りまとめ後の政府の対応

について聴取するとともに、残された検討課題について確認を行った。本研究会が「中間

取りまとめ」において創設を提言した「地域決定型地方税制特例措置＜通称：わがまち特

例＞」については、平成２４年度税制改正において、固定資産税の特例措置に地域決定型

地方税制特例措置が導入されており、本研究会としては政府の迅速な対応を高く評価する

ものである。 

 第７回以後の研究会においては、昨年度に引き続き、「法定外税の新設・変更への関与の

見直し」について検討を行うとともに、「地域決定型地方税制特例措置の導入拡大」につい

ても検討を行い、これらに加えて、「法定税の法定任意税化・法定外税化の検討」、「税率に

ついての課税自主権の拡大」及び「税務執行面における地方団体の責任」について検討し

た。 

これらの諸課題は、いずれも地方分権改革以来の国と地方の関係において極めて重要な

テーマであり、本来であれば、それぞれが、一つの研究会のテーマとなるべきものである。 

本研究会においては、これらのテーマを地域主権改革という新たな理念を踏まえて見つ

め直し、地域の自主性・自立性を高める地方税制度として目指すべき姿を、それぞれの委

員が今まで培った知見を集結し、真摯に議論を重ねた。 

議論の過程において、一部の課題については、異なる考え方が示されたものもあったが、

このような課題については、大きな方向性を研究会の意見として示しつつ、幅広い論点を

示すためにも、複数の考え方を提示することとした。それにより、制度化の際の議論の出

発点となり得ると考えている。 

租税は民主主義の根幹であるにもかかわらず、地方税に関する政策決定の多くを国が担

い、地方団体の首長や議会が地方税に関し、自らの政策として決定する場面が少なく、そ

の結果、地方税のあり方について地方団体が積極的に取り組むことを事実上阻んできたと

いう従来の状況を見直すべきとの考え方が、本研究会の今回の検討の背景にある。 

この報告書は、そのような従来の状況を改めるため、地域の自主性・自立性を高める地

方税制度の確立に向けた制度改革が行われる際の制度設計に資するものとなると考えてい

る。 

そして、住民が自らの暮らす地域のあり方について自ら考え、主体的に行動し、その行

動と選択に責任を負う住民本位の地方自治の確立に資するような地方税制が実現すること

を期待するものである。 
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第１章 地域決定型地方税制特例措置（通称：わがまち特例）の導入拡大  

 

１．地域決定型地方税制特例措置の創設 

 

 地方団体の行政サービスの量と税負担、すなわち歳出と歳入をバランスさせるための合

意を形成する作業は地方自治にとって不可欠である。 

しかしながら、地方税制の大部分は国が法律で実質的に決定しているため、地方税制に

ついての議論が、各地方団体で十分に行われているとは言い難いとの見方もある。 

さらに、国が法律で一律に定める税制は、必ずしも地域の実情に即したものではない場

合もあり、適切な政策効果が発揮できていない場合もあるのではないかとの指摘もある。 

このような考え方の下、本研究会は、昨年度の「中間取りまとめ」において、地方税の

特例措置について、国が一律に定めていた内容を地方団体が自主的に判断し、条例で決定

できるようにする仕組み（地域決定型地方税制特例措置（通称：わがまち特例））の創設

を提言したところである。 

 地域決定型地方税制特例措置の創設をはじめ「中間取りまとめ」の内容については、総

務省から税制調査会に報告が行われ、さらに、住宅をめぐる状況が地域によって様々であ

ることから、固定資産税の新築住宅特例について、地域決定型地方税制特例措置を導入し

てはどうかとの提案が行われた。  

これに対し、国土交通省からは、「住宅の確保、住生活の安定、住宅の耐震化等は、全

国的に取り組むべき課題。国税、予算措置等を含め、全国的な政策として国を挙げて支援

している中で、本減額措置のみを地方の裁量に委ねるという性格のものではない。居住す

る市町村によって税負担に格差が生じるのは国民にとって不都合」との反論があった。 

結果として、平成２４年度税制改正では、新築住宅特例については、特例措置のあり方

そのものについて、「住宅ストックが量的に充足している現状を踏まえ、住宅の質の向上

を図る政策への転換、適正なコストによる良質な住宅の取得等の住宅政策の観点から、平

成２６年度税制改正までに、社会経済の情勢を踏まえつつ、他の税目も含めた住宅税制の

体系と税制上支援すべき住宅への重点化等そのあり方を検討」することとされ、地域決定

型地方税制特例措置については、新築住宅特例以外の特例措置２件に導入することとされ

た（平成２４年度税制改正大綱（平成２３年１２月１０日閣議決定））。【資料４】 

 

２．地域決定型地方税制特例措置の導入拡大の方向性 

 

 本研究会としては、地域決定型地方税制特例措置が提言後速やかに特例措置に導入され

たことについては、高く評価するものであるが、政府内で地域決定型地方税制特例措置の

導入を図っていくとの認識が高まらなかった結果、導入件数は２件にとどまっており、今

後、より一層の導入拡大を期待するものである。 

また、この結果については、平成２４年度税制改正法案に関しての国会審議において、

地域決定型地方税制特例措置を特例措置に導入することについての賛意とともに導入拡大

を強く求める意見があったこともあり、本研究会としては、地域決定型地方税制特例措置
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の導入拡大の方向性について検討することとした。 

 

（１）地域決定型地方税制特例措置の対象となる特例措置の位置付けについて 

 まず、地域決定型地方税制特例措置の対象となる特例措置の位置付けについて、検討す

る。 

地方税では、地域決定型地方税制特例措置の対象とした課税標準特例や税額特例（以下

これらを「特例措置」という。）の他に非課税措置や税率特例等を「税負担軽減措置等」

と総称している。税負担軽減措置等については、様々なものがあるが、その多くが特定の

者の税負担を軽減することなどにより産業政策など国の特定の政策目的等の実現に向けて

経済活動を誘導する手段となっており、全国画一的に一定の範囲のものに対して税負担を

軽減し、その限りにおいて地方団体の課税権を制限しているものである。 

これとは別に、地方税法では、個々の地方団体が公益上その他の事由があるときは、そ

の独自の判断により、一定の範囲のものに対して、課税しない又は不均一の課税を行うこ

と（以下「課税免除又は不均一課税」という。）を認めている。すなわち、地方団体は、

その地域社会における社会経済生活の特殊事情等を考慮して、その自主性に基づいて、地

方団体の各種の政策目的等に着目し、一定の範囲のものに課税免除又は不均一課税を行う

ことができ、このことは、いわば、条例による非課税措置又は税率特例を意図したものと

なっている。【資料５】 

課税免除及び不均一課税が個々の地方団体の政策目的等のために講じられるものである

のに対し、特例措置は国の政策目的等のために講じられ、結果的に、国が地方団体の課税

権を制限するものである。地域主権改革の観点からは、可能な限り廃止すべきであり、仮

に講じる場合であっても、地域決定型地方税制特例措置を導入する方が望ましいといえる。 

ただし、「中間取りまとめ」で、地域決定型地方税制特例措置導入のメルクマールとし

た「全国一律の措置でなければ政策目的を達成することが困難」であるかどうかは、昨年

度の税制改正における議論でも見られたように政府内でも見解が一致しにくいであろうと

考えられる。そのため、「全国一律の措置でなければ政策目的を達成することが困難」と

いう考え方を、別の角度から検討することが、地域決定型地方税制特例措置の適用拡大に

資することになると考える。 

 

（２）地域決定型地方税制特例措置にふさわしい特例措置について 

 地域決定型地方税制特例措置の導入を確実かつ効率的に拡大していく観点からは、地域

決定型地方税制特例措置を導入することがふさわしいと考えられる特例措置を中心に、そ

の導入を検討していくことが適当であると考えられる。そのため、どのような特例措置で

あれば地域決定型地方税制特例措置を導入することがふさわしいかを検討した。 

 地域決定型地方税制特例措置は、特例措置の特例割合について、参酌すべき割合及びこ

れを挟んで上限・下限を法律で定め、この上限・下限の範囲内で各地方団体が特例割合を

条例で定める仕組みとなっている。特例割合を、税負担が重くなるように設定すれば「税

収の確保」を、税負担が軽くなるように設定すれば「特例措置による政策の推進」を重視

していることとなる。 
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地域決定型地方税制特例措置のこの２つの対立軸のうち「税収の確保」は、租税の本源

的な役割であるので、地域決定型地方税制特例措置にふさわしい特例措置であるかを検討

する際には、特に重視すべき概念ではないと考えられる。よって、もう１つの対立軸であ

る「特例措置による政策の推進」が地域課題の解決に資するかどうか、ということが、地

域決定型地方税制特例措置にふさわしい特例措置であるかを検討する上で重要である。 

また、地域決定型地方税制特例措置は、「国が法律で一律に定める税制は、必ずしも地

域の実情に即したものではない場合」があるという問題意識から特例措置として導入する

こととされたものであるから、地域の実情に応じて、「特例措置による政策の推進」に活

用されることが期待されるところである。 

よって、この２つの点を考慮すれば、「特例措置のうちこれによる政策目的の達成が地

方団体の本来的な役割と重なるものであり、その政策のあり方等が、住民のニーズ等を踏

まえ地域の実情に応じて異なるもの」に、地域決定型地方税制特例措置を導入することが

特にふさわしいと考えられる。 

地方税法に定める特例措置について見直し等を行う際には、全国一律の特例措置でなけ

れば政策目的を達成することが困難である特段の事情がない限り、地域決定型地方税制特

例措置とすることとの原則を堅持しつつ、地域決定型地方税制特例措置の導入を確実かつ

効率的に拡大していく観点から、当面、このような地域決定型地方税制特例措置にふさわ

しい特例措置を中心に導入し、これに併せて、政府全体で、地域決定型地方税制特例措置

の制度趣旨及び導入を拡大していくべきとの認識の共有を図り、地域決定型地方税制特例

措置の導入拡大に努めるべきである。 

 

３．地域決定型地方税制特例措置の導入に当たっての制度的な課題 

 

 ２．で述べた考え方に沿って、地域決定型地方税制特例措置の適用拡大に取り組むべき

と考えるが、地域決定型地方税制特例措置の導入に当たっては、次のような場合について、

どのように考えるのかという課題があり、これについても考え方を整理しておく必要があ

る。 

 

① 課税標準の分割等をする場合 

地域決定型地方税制特例措置は、法律の定める範囲内で、個々の地方団体が課税標

準の特例割合等を条例で定めることができる仕組みであるが、法人住民税や法人事業

税にあっては二以上の地方団体において事務所又は事業所を有する法人について、固

定資産税にあっては二以上の市町村にわたって所在する固定資産で全体を一の固定資

産として評価するもの等について、特例措置適用後の課税標準を複数の地方団体で分

割、配分等する仕組みとなっている。 

よって、このような場合について、現行制度を前提にすれば、地域決定型地方税制

特例措置を導入することは実務上困難を伴う場合がある。一方で、地域決定型地方税

制特例措置を導入するために現行制度を見直す場合には、納税者や地方団体の負担が

増加する場合がある。 
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② 国税と所得の計算や控除を同じくしている場合 

所得の概念は国税と地方税で同じであることから、個人住民税、法人住民税等にお

いては、課税標準となる所得の計算を原則として国税と一致させている。これにより、

納税者の申告事務手続の簡素化を図り、所得の二重調査に伴う煩雑さを回避させるこ

とにもなっている。このように国税と所得の計算を同じくする税目について、地域決

定型地方税制特例措置を導入した場合、納税者や地方団体の負担が増加する場合があ

る。 

   また、個人住民税においては、人的控除等の所得控除や二重課税を調整するための

配当控除や外国税額控除について、国税と同様の考え方に基づいて控除を行っている。

これらの控除項目の中には、控除金額が国税と地方税とで異なるものもあるが、納税

者の担税力を減殺させる基本的な事情を斟酌するために設けられているものなど、そ

の趣旨は一致しており、地域決定型地方税制特例措置を導入することについては、国

税との税体系上の整合性に留意することが必要である。 

 

「中間取りまとめ」においては、特例措置を地域決定型地方税制特例措置として条例に

委任する場合の基本的考え方として「これまで国が統一的に定めていた地方の課税権に関

する統制を徐々に緩めていく観点や、住民にとって過度にわかりにくい税制となることは

避けるべきといった観点を踏まえること」が適当としたところである。 

①及び②のような制度的な課題については、「中間取りまとめ」における基本的な考え

方を踏まえつつ、納税者や地方団体の負担の変動も含め、さらに検討を深めるとともに、

全体としては、前述した２．の方向性に沿って、地域決定型地方税制特例措置の導入拡大

を図るべきである。 
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第２章 法定外税の新設・変更への関与の見直し  

 

１．「中間取りまとめ」における検討 

  

 法定外税は、地方団体が自主的に税制度の創設を行うことが可能な制度であるが、その

新設・変更に関しては総務大臣の同意を得ることが必要とされている。しかしながら、地

域主権改革の理念を踏まえ、この法定外税に係る関与についてはさらなる見直しを検討し

ていく必要があると考えられる。さらに、この総務大臣による同意があるがために地方団

体における住民への説明責任が十分に果たされないきらいがある、すなわち、法定外税に

係る国の同意が地方団体の責任回避につながっているのではないかとの指摘もある。 

 本研究会では、こうした問題意識に立ち、法定外税に関して地方団体がより自主性を発

揮していくため、法定外税の新設・変更への国の関与の見直しについて、昨年度から、検

討してきたところである。 

「中間取りまとめ」では、次の３つの論点について、その時点の検討状況を取りまとめ、

引き続き、検討を深めることとしていた。 

論点１ 法定外税の新設・変更に係る国の関与の必要性 

論点２ 手続面の関与 

論点３ 要件面の関与 

 

２．法定外税の現状 

 

（１）法定外税の新設等の手続き【資料６】 

  法定外税には、法定外普通税と法定外目的税があり、その新設又は変更の際には総務

大臣に協議し、その同意を得なければならないこととされている。その際、総務大臣は

次のいずれかがあると認める場合を除き、同意しなければならないとされている。 

 

① 国税又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重となる

こと 

② 地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること 

③ ①及び②に掲げるものを除く外、国の経済施策に照らして適当でないこと 

 

なお、特定の納税義務者に係る税収割合が高い場合には、法定外税に係る条例を制定

する前に議会でその納税義務者の意見を聴取することが義務付けられている。 

また、総務大臣は、地方団体から協議を受けた場合は財務大臣に通知するとともに、

同意にあたっては地方財政審議会の意見を聴かなければならないとされている。 

さらに、地方団体は、総務大臣が不同意とし、これに不服がある場合は、地方自治法

に基づき国地方係争処理委員会に審査の申出をすることができるとされている。 
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（２）法定外税の課税の状況等 

  法定外税の課税の状況であるが、税収・件数は平成２２年度決算ベースで、全体で約

５１６億円（５６件）であり、税収の半分以上が原子力発電に係る核燃料等に関する税

（約４０５億円）、次に多いのが産業廃棄物税等（約８１億円）となっている。なお、地

方税収に占める割合は０．１５％となっている。 

  このうち、法定外普通税は約４１８億円（２２件）、うち都道府県分が約４０４億円（１

５件）、市町村分が約１４億円（７件）となっている。法定外目的税は約９７億円（３４

件）、うち都道府県分が約８０億円（２９件）、市町村分が約１８億円（５件）となって

いる。【資料７】 

  過去の推移をみると、平成元年の消費税の導入時から平成７年度までの間において、

商品切手発行税を課税する市町村の件数の減少が見られた。また、平成１２年度に法定

外目的税が創設された後、平成１５年度以降、産業廃棄物税等の創設が進んだことから、

都道府県の件数の伸びが見られる。 

  なお、平成１９年度に税収が大きく減少しているのは、新潟県中越沖地震の影響等に

より原子力発電所の運転が停止されたことに伴う、核燃料税等の減収によるものである。

【資料８】 

 

（３）法定外税の沿革 

① 法定外独立税の許可制の創設 

既に、明治時代から、現在の法定外税に相当する制度があり、道府県、市町村とも

これを課することができることとされていた。昭和１５年の地方税法の制定により、

市町村については、内務、大蔵両大臣の許可に基づき法定外独立税を設定することが

できることとされた。道府県については法定外独立税の設定は認められなかったが、

その後の昭和２１年の地方税法改正により、道府県についても法定外独立税の設定が

認められ、市町村と同様に許可制とされている。 

 

② 法定外独立税の報告制への移行（内閣総理大臣による条例の取消・変更規定付き） 

昭和２３年には、地方財政の自主性の強化拡充を図る措置の一環として、一定の制

約を課した上で、地方団体は、従来のように許可を得ることなく、その条例の定める

ところにより法定外独立税を設定・変更することができることとされた。その際、そ

の旨を内閣総理大臣（地方財政委員会が担当）に報告し、その条例の内容が適当でな

いときは、内閣総理大臣（地方財政委員会）は、地方税審議会の審査に付し、その審

査に従って条例を取消・変更することができるものとされた。 

 

③ 法定外税の許可制の導入 

昭和２５年の新地方税法の成立により、従来道府県において設定されていた温泉税

等の１４税目に及ぶ法定外独立税及び市町村において設定されていた特別事業税等１

２２税目に及ぶ法定外独立税が廃止された。これに併せて、道府県、市町村の法定外

普通税の新設・変更については、あらかじめ、地方財政委員会（後に自治大臣）の許
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可を受けなければならないこととされた。 

 

④ 法定外税の同意を要する協議制への移行と法定外目的税の創設 

平成１２年、地方団体の課税自主権を尊重する観点から、地方分権一括法における

地方税法の改正により、法定外普通税の新設・変更に係る国の許可制度が廃止され、

同意を要する協議制へ移行された。また、住民の受益と負担の明確化や課税の選択の

幅を広げる観点から、法定外目的税を創設することができることとされた。 

また、国の関与を縮小する観点から、これまで許可要件であった税源の所在及び財

政需要の有無については、同意の要件とはしないこととされた。 

 

⑤ 法定外税の協議対象となる場合の要件の緩和と納税者意見聴取手続の創設 

平成１６年度税制改正により、税率の引下げ、課税期間の短縮及び法定外税の廃止

といった、税負担を軽減する方向で既存の法定外税の内容を変更する場合については、

総務大臣への協議・同意を不要とすることとされた。  

また、特定の納税義務者に係る税収割合が高い場合には、法定外税に係る条例を制

定する前に議会でその納税義務者の意見を聴取する手続が創設された。 

 

３．「法定外税の新設・変更に係る国の関与の必要性」について 

 

（１）同意を要する協議制の意義 

現在の同意を要する協議制の意義については、地方団体の課税自主権を尊重しながら、

他の税と課税標準を同じくする税につき住民負担が過重となることを避ける配慮を行う

とともに、物の流通を阻害する税が創設されることや、国の経済施策に照らして適当で

ない税目の設定を避ける必要があることから、国と地方が対等・協力の立場に立った上

で、両者間の調整を図るものと考えられる。 

  

（２）国の関与の必要性 

国の関与の見直しを検討するに当たっては、そもそも、法定外税の新設・変更への国

の関与が必要であるかどうかが検討されなければならない。 

この点に関しては、昨年の「中間取りまとめ」においては、法定外税に係る国と地方

の協議の意義を積極的に認める立場から、関与の必要性は認めながら、地域の自主性・

自立性を高める観点からは、これを縮小していくべきという意見が多く、さらに検討し

ていくこととしていた。 

  また、関与を縮小していく場合、手続面の関与の見直し、要件面の関与の見直しにつ

いてそれぞれ検討していく必要があると考えられ、この２点について検討を行った。 
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４．「手続面の関与」及び「要件面の関与」について 

 

（１）検討に当たっての前提 

  現行の法定外税制度では、法定外税の非課税の範囲として、以下のものに対しては法

定外税を課することができないとしている。 

 

 ① 当該地方団体の区域外に所在する土地、家屋、物件及びこれらから生ずる収入  

② 当該地方団体の区域外に所在する事務所及び事業所において行われる事業並びにこ

れらから生ずる収入  

③ 公務上又は業務上の事由による負傷又は疾病に基因して受ける給付で政令で定める

もの 

 

  また、２．（１）で述べたように、法定外税の新設又は変更の際には総務大臣に協議し、

その同意を得なければならないこととされている。その際、総務大臣は次のいずれかが

あると認める場合を除き、同意しなければならないとされている。 

 

① 国税又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重となる

こと 

② 地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること 

③ ①及び②に掲げるものを除く外、国の経済施策に照らして適当でないこと 

（以下これらを「三要件」という。） 

 

  逆に言えば、三要件に該当する法定外税の新設又は変更であると総務大臣が判断した

場合に限り、総務大臣は不同意とすることができる。 

 

（２）本研究会における検討の方向性 

本研究会としては、法定外税制度の国の関与の見直しについて、地域主権改革の理念

を踏まえ、簡素化、透明化する方向で見直していくべきとの結論を得た。 

その場合、国の関与の簡素化・透明化としては、次の３点が考えられる。 

 

① 行政手続（同意を要する協議制）の簡素化・透明化 

② 法定要件の簡素化・透明化 

③ 司法手続のあり方も含めた簡素化・透明化 

  

また、検討に際しての全体的な方向性について、次のような意見があった。 

・ ①、②は行政規範としての問題であり、③は異質な観点を含むが、意識しながら

立法するのは当然。 

 ・ 協議制の簡素化（同意を要しない協議制）、法定要件の透明化（要件の厳格化、明

確化）の方向で検討すべき。司法手続を、国の諸政策との整合性の維持や納税者の
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権利保護に用いる方向性が適切。 

・ 地方団体において、学者や納税義務者を交えて、課税根拠や課税原則等の関係な

ど税理論を含め広範な論点に関して真摯な議論が行われるようになれば、国の関与

を簡素化することもあり得るが、そうでない場合もあり得るため、簡素化・透明化

は、ケースバイケースで対応せざるを得ず、しいて言えば、②の法定要件の簡素化・

透明化が現実的な対応。 

  ・ 地方団体にとって、適法性について一定の判断基準となるような、特に、②の法

定要件の簡素化、透明化が重要。 

 ・ 連邦制国家ではない以上、中央政府がすべての法定外税について全く関与しない

ことはありえない。問題となるのは過剰な関与であるので、国がどうしても関与し

なければならない範囲を限定すべき。したがって、 

① 行政手続面では、一定範囲以下の法定外税（微細な法定外税）については「同

意を要しない協議制」とする仕組みの創設を検討 

② 法定要件の面では、国の恣意的な解釈につながる可能性が高い条項の見直しを

検討 

③ 司法手続面では、地方団体を著しく萎縮させない配慮をした上で、中央政府と

地方政府が対等の立場で争える方向で整備 

という方向が望ましい。 

 

（３）具体的な見直しの方向性 

国の関与の簡素化を図るための具体案の１つとして、現在の「同意を要する協議制」

から、基本的に全ての法定外税の新設・変更について、「同意を要しない協議制」とする

方向で検討すべきとの意見が多数の委員から出された。 

法定外税の新設・変更について、国と地方団体が真摯に協議し、その上で、国として、

法定外税の課税を止める必要がある場合には、地方自治法上の是正の要求等（及びその

後に続く国地方係争処理委員会と司法の判断）により、事後的に是正することで足りる

のではないかとの意見であった。 

※ 是正の要求（地方自治法第２４５条の５第１項）【資料９】 

各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県の自治事務の処理が法令の規定に違反してい

ると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、

当該都道府県に対し、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講

ずべきことを求めることができる。 

※ 普通地方公共団体の不作為に関する国の訴えの提起（地方自治法第２５１条の７第１項） 

＜施行は公布の日（平成２４年９月５日）から起算して６月を超えない範囲内において政令

で定める日＞ 

第２４５条の５第１項若しくは第４項の規定による是正の要求又は第２４５条の７第１項

若しくは第４項の規定による指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、

高等裁判所に対し、当該是正の要求又は指示を受けた普通地方公共団体の不作為（是正の要求

又は指示を受けた普通地方公共団体の行政庁が、相当の期間内に是正の要求に応じた措置又は

指示に係る措置を講じなければならないにもかかわらず、これを講じないことをいう。以下こ

の項、次条及び第２５２条の１７の４第３項において同じ。）に係る普通地方公共団体の行政
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庁（当該是正の要求又は指示があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、

当該他の行政庁）を被告として、訴えをもつて当該普通地方公共団体の不作為の違法の確認を

求めることができる。 

一 普通地方公共団体の長その他の執行機関が当該是正の要求又は指示に関する第２５０

条の１３第１項の規定による審査の申出をせず（審査の申出後に第２５０条の１７第１項

の規定により当該審査の申出が取り下げられた場合を含む。）、かつ、当該是正の要求に応

じた措置又は指示に係る措置を講じないとき。 

二 普通地方公共団体の長その他の執行機関が当該是正の要求又は指示に関する第２５０条

の１３第１項の規定による審査の申出をした場合において、次に掲げるとき。 

イ 委員会が第２５０条の１４第１項又は第２項の規定による審査の結果又は勧告の内

容の通知をした場合において、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関が第２５１

条の５第１項の規定による当該是正の要求又は指示の取消しを求める訴えの提起をせ

ず（訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合を含む。ロにおいて同じ。）、かつ、

当該是正の要求に応じた措置又は指示に係る措置を講じないとき。 

ロ 委員会が当該審査の申出をした日から９０日を経過しても第２５０条の１４第１項又

は第２項の規定による審査又は勧告を行わない場合において、当該普通地方公共団体の

長その他の執行機関が第２５１条の５第１項の規定による当該是正の要求又は指示の取

消しを求める訴えの提起をせず、かつ、当該是正の要求に応じた措置又は指示に係る措

置を講じないとき。 

その一方で、（非居住者に税負担を転嫁する）租税輸出等の租税外部性を事前に解決す

るためには、国が全体の利益から法定外税の課税を止められる仕組みが必要との意見が

あった。また、現在の「同意を要する協議制」では、三要件を満たしていれば、同意せ

ざるを得ず、現在の制度でも非居住者に税負担を転嫁するような法定外税の課税を止め

ることが困難となっているとの意見があった。なお、租税外部性に関して、法定外税に

は租税輸出の問題がつきまとうが、外部不経済を抑制する効果がある場合もあり、法定

外税を全て禁止すべきということにはならないとの意見もあった。 

これに対し、そもそも租税外部性をもたらさないような税がありうるのか、あるいは

租税外部性の大小を判断する客観的な指標があるのか、との意見や国全体の利益という

抽象度の高いものではなく、再分配や生存保障などより具体的な理念に即して、国がど

の範囲において関与を行うのか、明示することが必要ではないかとの意見があった。 

また、国の関与の簡素化を図るためのもう一つの具体案としては、まずは、税制、経

済・金融政策に責任を有する国として地方の法定外税にどうしても関与しなければなら

ない場合を明らかにした上で、例えば一定の範囲内での税率の引上げなど国の関与を要

しないと考えられる場合については、国の同意を要しない仕組みとすべきではないかと

の意見が相当数の委員から出された。一方で、これについては、「国として、どうしても

関与しなければならない場合」を限定列挙することは、非常に困難ではないかとの意見

もあった。 

 

（４）「同意を要しない協議制」の論点 

具体的な見直しの方向性としては、（３）で述べたとおり、基本的に全ての法定外税の

新設・変更について「同意を要しない協議制」とする意見と国の関与を要しないと考え

られる場合については国の同意を要しない仕組とすべきとの意見があった。これらにつ

いては、同意を要しない範囲を拡大する方向では一致していることから、本研究会とし
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ては、このうち、基本的に全ての法定外税の新設・変更について「同意を要しない協議

制」に移行するとした場合の論点について、次のとおり検討を行った。 

 

 ① 事後的な統制となることについて 

   「同意を要しない協議制」に移行するとした場合、事後的な統制となることから、

次のような議論が提起された。 

  ア 是正の要求等とこれに伴う司法手続は、原則として、事後的な手段であり、違法   

な場合等に限られることをどう考えるか。 

イ 訴訟手続の負担が、地方団体にとって重いという指摘をどう考えるか。 

ウ 実質的に、是正の要求の対象となるのは、現在の不同意の範囲より縮小すること

をどう考えるか。 

これらの点については、次のような意見があった。 

まず、アについては、法定外税は、税制全体の中ではマージナルな税であり、また、

地方団体の自主的判断を尊重するとの発想に基づくものであるので、厳しい事前規制

が必要な重要度の高いものではなく、特段の問題があるものは基本的に事後的規制で

対応することとし、国の事前の関与は協議程度で大きな問題はないとする意見があっ

た。また、事前の行政的規制から事後的な司法的統制という一般的な制度改革の流れ

に沿うものであり、事前の制度としては、事実上の「相談」等を前提としつつ、「同意

を要しない協議制」の中で、国と地方が十分かつ真摯に協議することで足りるとの意

見があった。  

さらに、現行の是正の要求等は、「自治事務の処理」が法令の規定に違反している

と認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めると

きに行うことができることとされているが、事務の処理（法定外税の課税）が行われ

る前に是正の要求が行えるような新たな関与の類型を作れば良いとの意見もあった。 

イについては、法定外税を創設する責任は地方団体にあり、訴訟手続の負担を問題

にすべきでないと意見があった。また、現行の協議制と司法的な解決手段とのバラン

スを考慮して漸進的な制度改正を積み重ねるべきとの意見があった。 

ウについては、現在の不同意の範囲が適切との論証があるわけでもないので、新し

い制度の結果として合理的であるのであれば、現在の不同意の範囲より縮小すること

となっても問題とならないとの意見があった。また、現在の制度は、条例の議決とい

う団体意思が形成された後で協議を行っているが、地方議会が条例案を可決する前に

国と協議を開始することとする制度改正を行い、地方団体が正式に意思決定をする前

から、国と地方が真摯に協議すべきとの意見があった。 

 

② 三要件の取扱いについて 

「同意を要しない協議制」に移行するとした場合における現在の三要件の取扱いに

ついても議論があり、概ね次のような考え方が示された。これについては、制度移行

するに際して、整理していくべき事項であると考える。 
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 ア 「同意を要しない協議制」とする以上、三要件は廃止 

イ 「同意を要しない協議制」とする際、三要件のうち法制化が可能で、かつ、必要

最小限のものに限って非課税（課税した場合に違法）の要件として法定化 

ウ 「同意を要しない協議制」とする際、三要件を非課税（課税した場合に違法）の

要件として法定化 

アの場合の考え方は次のとおりである。 

まず、「同意を要する協議制」の場合は、同意・不同意がその後の法的効力を生じ

せしめるため、同意・不同意を判断するための要件を法定する法制上の理由がある。 

一方で、「同意を要しない協議制」の場合は、同意・不同意を判断する必要がない

ため、実際には特定の要件に該当するかどうかを協議するとしても、当該要件に該当

するかどうかが法的効力を生じさせることにはつながらず、当該要件を法定化する法

制上の理由はない。実際に、他制度における「同意を要しない協議制」においては、

このような要件を定めている事例はない。 

ただし、単に三要件を廃止すれば、国と地方団体が協議する範囲が不明確になり、

国による事実上の関与が拡大する懸念もあることから、協議に当たっての基準として

三要件を法定化することは重要との意見があった。また、協議に当たっての内部基準

として定めた上で、透明性を確保するために公表すべきとの意見もあった。 

なお、事後的に是正の要求等により是正される可能性があるにしても、その要件は、

「法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに

公益を害していると認めるとき」となっており、「国の経済施策に照らして適当でない

こと」などの現在の三要件に比べ、実質的に、法定外税の対象となる範囲は拡大する

と考えられる。また、この場合、「国の経済施策」の観点から、個別法において法定外

税の非課税要件を別途法定することが考えられる。 

   イの場合の考え方は次のとおりである。 

   国と地方団体が協議する意義が、国の施策と法定外税との関係を調整することであ

ると考えれば、現在の三要件のうち、国の施策に特に関係が深いと思われるものに限

定して、非課税要件として法定することが考えられる。 

これにより、この要件に反する法定外税が課税された場合には、国は事後的に違法

な課税であるとして是正の要求等を行うことができる。 

この場合、結果的に、法定外税の対象となる範囲は、一定限度拡大すると考えられ

る。 

なお、時時刻刻と変化しうる「国の施策」に関する要件を、総務大臣が同意をする

際の要件としてではなく、課税行為の際に常に適合しなければならない非課税要件と

して定めることは、地方団体の判断になじまず、適当でないとの意見や現在の三要件

は総務大臣が同意をする際の要件であり、抽象的かつ裁量性を伴うものとなっており、

非課税要件として明確化することは法制実務上著しく困難でないかとの意見があった。 

また、協議制の意義が、国と地方団体の両者が合意に向けて努力し歩み寄ることに

あるとすれば、合法か違法かの二者択一的な判断を協議することは、協議制になじま
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ないとの意見があった。 

  なお、「国の施策」に関する具体的な例の意見としては次のものがあった。 

  ・ 社会政策その他国の重要な施策の障害となること 

・ 物流に重大な障害を引き起こすこと、その他国の経済施策に重大な障害を与え

ること 

  ウの場合の考え方は次のとおりである。 

現在の三要件を非課税要件として法定し、この要件に反する法定外税が課税された

場合には、国は事後的に違法な課税であるとして是正の要求等を行うことができる。 

この場合、結果的に、法定外税として課税できない範囲は、現在と変わらないこと

となる。 

なお、要件の明確化等や協議制になじむのかという点はイと同じである。 

 

③ 「同意を要しない協議制」となった場合の地方団体への影響 

「同意を要しない協議制」となった場合には、是正の要求等があった際の課税実務

の混乱等のリスクを考えて、法定外税の課税に萎縮し、地方団体が国による法律に根

拠のない一方的な関与（指導）を受け入れざるを得なくなり、かえって地方の自主性・

自立性を阻害するおそれがあるとの意見があった。 

これに対して、①でも述べたが、事務の処理（法定外税の課税）が行われる前に是

正の要求が行えるような新たな国の関与の類型を作れば良いとの意見や条例案を可

決する前に国と協議を開始することとする制度改正を行うべきとの意見があった。 

また、自主性を尊重するということは事前規制を緩和し、問題があれば事後手続き

で対応するというのが基本的な考え方であり、是正要求という事後規制にすると事後

的に生ずる混乱等のリスクをおそれて萎縮するから事前規制がよいとの考え方はど

うかとの意見や国が是正要求を行うような場合は、法定外税の条例の実施延期などが

行なわれるのではないかとの意見があった。 

 

（５）現在の三要件の透明化 

地方団体が法定外税を導入するにあたって、現在の三要件が必ずしも明確とはいえな

い面があり、透明化する余地が残されているとの意見があった。そのため、現在の三要

件を透明化する観点から、どのような非課税（課税した場合に違法）の要件を設定する

ことが必要かどうかについても、議論があった。 

これについては、現在の法定外税が、専ら他の地方団体の住民に負担を求めるものや、

特定少数の者に負担が偏るものになりがちであることについての意見、一方で、このよ

うな法定外税を課税できないこととする要件を定めた場合、法定外税の課税の範囲を狭

めることになるとの意見があり、今後、整理していくべき事項であると考える。 

また、非課税要件を追加するのであれば、課税主体である地方団体にとって明瞭な基

準にする必要があるとの意見があった。 

なお、具体的な例の意見としては次のものがあった。 

 ・ 特定少数者に過大な負担を求める税であること 
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・ 主たる負担者が「域外者」であって課税に合理性がないこと 又は 

   主たる負担者が「域外者」であって過大な負担を求める税であること 

・ 国税や他の地方税と合わせた負担が過重であること 

・ 地方税の定めの潜脱にあたる税であること 

これらの具体的な例のうち「特定少数者に過大な負担を求める税」に関し、現行の「特

定納税義務者」の意見聴取制度との整合性の検討が必要であるとの意見や転嫁により法

律的な納税義務者と経済的な租税負担者の乖離が生ずるような税については判定が難し

い場合があるとの意見があった。 

 

（６）現行制度における論点 

① 「国の経済施策」と各大臣の関係 

現行の法定外税制度では、総務大臣が法定外税の新設・変更の協議を受けた場合、

財務大臣に通知するとともに、財務大臣は異議を申し出ることができることとされて

いる。   

このように財務大臣のみが異議を申し出ることができるのは、国と地方団体で課税

ベースが重複する税について、地方団体が独自に税率を引き上げると当該地方団体の

地域内の課税ベースが縮小し、税率を変更しない国税の当該税収が減少するためでは

ないかとの意見があった。 

また、「国の経済施策」との関係を考えれば、各大臣についても同様の制度を認め

るべきとの意見があった一方で、同様の制度を認めた場合、「国の経済施策」の範囲を

拡大する圧力が強まり、法定外税の範囲を狭めることになるのではないかとの意見も

あった。また、各大臣に同様の制度を認める場合は、各大臣に「国の経済施策に照ら

し適当でない」という判断根拠の明示を求めるべきとの意見や省庁間の協議を明らか

にすべきとの意見があった。 

これらは、現行制度における課題でもあるが、「同意を要しない協議制」へと移行

する場合には、是正の要求等の事後的な措置との関係も含めて整理が必要な課題であ

る。 

 

 ② 総務大臣の裁量について 

現在の「同意を要する協議制」における、総務大臣の裁量については、 

・ 三要件に限ってのみ、不同意の判断を行い、それ以外の違法性の判断は、不同

意とする際にできない。 

・ 三要件は適法であることを前提にした要件であって、総務大臣が「違法」（地

方税法及び他法）と判断する場合も不同意とすることができる。 

と見解が分かれており、これについても、現行制度を見直す際には、整理すべき課題

である。 
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５．まとめ 

 

本研究会としては、法定外税制度の国の関与の見直しについて、地域主権改革の理念を

踏まえ、簡素化、透明化する方向で見直していくべきとの結論を得た。 

政府においては、本研究会が課題とした事項について、詳細な検討、整理を行った上で、

地方団体の自主性・自立性を高める方向で法定外税制度の見直しを行うことを期待する。
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第３章 法定税の法定任意税化・法定外税化の検討 

 

１．法定税及び法定任意税の現状と問題意識 

 

（１）法定税及び法定任意税の現状 

地方税法に基づく税目は、以下のとおり法定税、法定任意税、法定外税に分類できる。

また、法定税と法定外税については、さらに普通税と目的税に分類できる。 

  

【表】地方税の類型 

 普通税 目的税 

道府県税 市町村税 道府県税 市町村税 

法定

税 

道府県民税    47  39.0% 

事業税     47  17.4% 

地方消費税    47 18.8% 

不動産取得税  47  2.7% 

道府県たばこ税 47  1.8% 

ゴルフ場利用税  47   0.4% 

自動車取得税    47   1.4% 

軽油引取税      47   6.5% 

自動車税        47  11.5% 

鉱区税          47   0.0% 

市町村民税      1,750  43.1%

固定資産税      1,728  44.2%

軽自動車税      1,750   0.9%

市町村たばこ税  1,750   3.9%

鉱産税            190   0.0%

特別土地保有税 （課税停止中）

狩猟税    47  0.0% 入湯税        979  0.1%

事業所税       76  1.6%

法定 

任意

税 

  水利地益税  0     都市計画税    656  6.2%

水利地益税      5  0.0%

共同施設税      0     

宅地開発税      0     

国民健康保険税 1,512   －

法定

外税 

法定外普通税   15  0.3% 法定外普通税      7  0.0% 法定外目的税 29 0.0% 法定外目的税    5  0.0%

※ 計数は、平成 22 年４月 1 日現在における課税団体数と平成 22 年度決算における都道府県税収、市町村税収に占めるシェア。 

※ 国民健康保険税は、地方税法を根拠としているが、医療保険の保険料としての性格を持つものであり、徴収上の便宜として、「税」

として徴収することが認められている仕組みであるため、税収からは除外している。 

 

  法定任意税は、基本的には、目的税として、その収入をもって整備すべき施設等と課

税客体との間に何らかの受益関係があることが前提とされているので、税の設定が課税

団体の任意に委ねられている。そのため、法定税が、地方税法第４条又は第５条におい

て、「課するものとする。」とされ、地方団体は特別の事情がない限り法定税を課さなけ

ればならないのに対し、法定任意税は、地方税法第４条又は第５条において、「課するこ

とができる。」とされている。 

法定任意税は、道府県税では水利地益税、市町村税では都市計画税、水利地益税、共

同施設税、宅地開発税、国民健康保険税が法定されている。このうち、水利地益税（道

府県税）、共同施設税、宅地開発税については、次のとおり、現在課税している団体は存
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在しない。また、水利地益税（市町村税）については、平成２４年１０月１日現在では

４団体が課税している。 

（平成２４年１０月１日現在） 

○ 水利地益税（道府県税） 課税団体０ 

                 ※昭和２９年度以降、課税団体なし 

○ 共同施設税（市町村税） 課税団体０ 

                 ※昭和４７年度以降、課税団体なし 

○ 宅地開発税（市町村税） 課税団体０ 

                 ※創設（昭和４４年度）以来、課税団体なし 

○ 水利地益税（市町村税） 課税団体４ 

 

（２）問題意識 

  （１）の表にあるとおり、現行の法定任意税は、すべて目的税であるが、法定外目的

税の制度ができたことから、課税団体のない又は課税団体が少なく、税収も僅少な法定

任意税については、必ずしも法定しておく必要はないのではないかという指摘がある。

また、税収が僅少な法定税についても、同じような指摘があり得るところである。 

  そのため、地方税の税目のうち課税団体がない又は税収が僅少な税目について、法定

任意税化・法定外税化の検討を行ったところである。 

 

２．課税団体がない又は税収が僅少な法定任意税について 

 

（１）見直しの方向性 

課税団体がない法定任意税（水利地益税（道府県税）、共同施設税、宅地開発税）又は

課税団体が少なく、税収も僅少な法定任意税（水利地益税（市町村税））については、法

律に規定しておく意義が薄いと考えられること、また、法定外目的税による課税もとり

うることから、地方税法上の税目としては、廃止することも含めて見直しをすることが

考えられる。 

 

（２）見直しに当たっての論点 

課税団体がない法定任意税（水利地益税（道府県税）、共同施設税、宅地開発税）につ

いては、それぞれの税目の今日的な意義について検討するとともに、地方自治法上の「分

担金」や開発負担金との関係の整理等を行った上で、その取扱いを判断していくべきで

ある。 

特に、宅地開発税については、開発指導要綱等による開発負担金の合理化といった目

的で創設されたものであるにもかかわらず、今日まで課税実績がない一方で、開発負担

金制度が地方団体において採用されていることについて、改めて検証したうえで今後の

あり方を検討すべきであるとの意見もあった。 

また、課税団体が少なく、税収も僅少な法定任意税（水利地益税（市町村税））につい

ては、税目の今日的な意義の検討や「分担金」との関係の整理等に加えて、各地方団体
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の個別の事情等もあることから、廃止した場合の影響も考慮し、検討すべきである。 

 

３．税収が僅少な法定税について 

 

（１）見直しの方向性 

  法定任意税と同様に、税収が僅少な法定税（※）についても、地方税法上は整理し、

個々に法定外税として課税するとの考え方もあるが、地方団体全体では税収が僅少であ

っても個々の地方団体では税収に占める割合が高いという地域の個別の事情や課税の意

義等も考慮して、検討すべきである。 

   ※ 「税収が僅少」であるとする基準は特にないが、第７回研究会では、都道府県税収、市町村

税収に占める割合が０．０％未満の税目（鉱区税、鉱産税、狩猟税）について検討した。 

 

（２）見直しに当たっての論点 

各税目のあり方を検討する際には、税収と執行コストの関係も考慮して、法定任意税

化ということも考えてもいいのではないかとの意見があった。これについては、実際に

税収と比して執行コストが多額であるのか、仮にそのような地方団体があるのであれば、

どれくらいの団体であるのか等も検証して、判断すべきである。 

 

４．法定外税の法定任意税化について 

 

 以上の検討に関連して、法定税の法定任意税化、法定外税化の議論とは逆に、ある法定

外税の導入が１団体に止まらず、全国的に導入される場合や法定外税の課税客体が地域を

またいで移動するような場合には、特別徴収義務者の納税負担や執行コストの観点の他、

地方団体間の課税権の調整や課税の整合性を図る観点から法定任意税とすることも、今後

検討していくべきである。ただし、法定外税については、地方団体による自主性・自立性

の発揮という面があるので、検討の際には、この点に留意すべきである。 
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第４章 税率についての課税自主権の拡大 

 

１．現状 

 

（１）地方税の税率の種類 

  現行の地方税法の税目の税率は、以下のとおり分類される。 

① 一定税率 地方団体が地方税法に定められた税率以外の税率を定めることができな

い税率 

② 標準税率 地方団体が課税する場合に通常よるべき税率でその財政上その他の必要

があると認める場合においては、これによることを要しない税率をいい、

総務大臣が地方交付税の額を定める際に基準財政収入額の算定の基礎

として用いる税率 

③ 任意税率 地方税法において税率を定めず地方団体が任意に税率を設定できる税率 

④ その他 

 

このうち、「② 標準税率」と「③ 任意税率」は、さらに、制限税率が定められてい

るものと定められていないものに分類できる。 

  現行の地方税法におけるそれぞれの税率ごとの税目一覧は【資料１０】、規定例は【資

料１１】、具体的な税率の設定は【資料１２】のとおりである。 

 

（２）超過課税 

  標準税率が定められている税目については、標準税率を上回る税率を設定（超過課税）

することが可能であるが、その状況は【資料１３】のとおりである。その多くは地方法

人二税であり、約８７％（金額ベース：平成２２年度決算）を占めている。 

  

（３）標準税率未満での課税 

標準税率が定められている税目については、標準税率を下回る税率を設定することが

可能であるが、【資料１４】のとおり、愛知県名古屋市等において、個人住民税等を減税

する事例が見られる。 

 

２．沿革 

 

（１）標準税率の要件等 

 

 標準税率は、地方税法第１条第１項第５号において、「地方団体が課税する場合に通常よ

るべき税率でその財政上その他の必要があると認める場合においては、これによることを

要しない税率をいい、総務大臣が地方交付税の額を定める際に基準財政収入額の算定の基

礎として用いる税率とする。」と定義されている。 

 この標準税率の要件についての変遷は以下のとおりである。 
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① 標準賦課率 

現在の地方税法制定以前の地方税法においては、標準賦課率について、「その財政

上特別の必要があると認める場合を除く外、……標準賦課率をこえて課税してはなら

ない。」とされていた。 

当時の通達では、「賦課率の標準を定める税目にあっては、可及的にその標準によ

り賦課率を定むべきでものであること。」とされており、「標準」に合わせた税率設定

が求められていた。 

 

② シャウプ勧告と標準税率の法定 

   昭和２４年のシャウプ勧告では、「平衡交付金は各地方毎に別個に計算すべきもので

ある。それは(A)当該地方における一定標準税率による地方税予想収入額と(B)地方行

政に必要な最低経費との差額を埋め合わせるべきものである。」としており、「標準税

率」が平衡交付金の歳入の算定の基礎となる概念として用いられている。 

   これを受けて昭和２５年の地方税法においては、標準税率が、「地方団体が課税する

場合に通常よるべき税率でその財政上の特別の必要があると認める場合においては、

これによることを要しない税率をいい、地方財政委員会が地方財政平衡交付金の額を

定める際に基準財政収入額の算定の基礎として用いる税率とする。」と定義された。 

昭和４０年代においては、「できるだけ標準税率によつて課税することは望ましい」

とする通達を出すとともに超過課税の解消又は軽減を行った市町村に対して財政措置

を行うことにより、超過課税の解消を図った。 

 

（２）課税自主権の拡大の観点等からの改正 

 

① 標準税率の定義の改正 

   平成１６年度改正においては、標準税率の定義について、「その財政上特別の必要が

あると認める場合においては、これによることを要しない税率」とされていたものを、

「その財政上その他の必要があると認める場合においては、これによることを要しな

い税率」に改正し、要件の弾力化が図られた。 

   この改正は、「特別の」という規定ぶりについては、標準税率の規範性が強く感じら

れ、地方団体が標準税率によらない課税を行うことを抑制することとなっているとの

指摘もあったことから、地方団体の税率設定の自由度を高める観点から行われた。 

  

 

② 財政上の措置の緩和 

   標準税率未満で課税を行った場合には、世代間の公平性の観点から建設地方債を起

こすことについて一定の制約が設けられている。【資料１５】 

地方債制度においては、平成１７年度までは許可制が取られており、標準税率未満

で課税を行う団体については、建設地方債を起こすことが認められていなかった。協
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議制となった平成１８年度以降は、標準税率未満で課税を行う団体は許可団体となり、

総務大臣又は都道府県知事の許可を受ければ建設地方債を起こすことができることと

なった。 

 

③ 制限税率の緩和・廃止 

昭和２５年の地方税法の制定以降、制限税率の変更を伴う改正は【資料１６】のとお

りである。近年の地方分権改革以降の改正は、次のとおり、課税自主権の拡大を図る観

点から行われている。 

 ○ 平成１０年度 個人市町村民税 制限税率（標準税率の１．５倍）     廃止 

○ 平成１６年度 法人事業税   制限税率（標準税率の１．１倍→１．２倍）緩和 

 固定資産税   制限税率（標準税率の１．５倍）     廃止 

 ○ 平成１８年度 自動車税    制限税率（標準税率の１．２倍→１．５倍）緩和 

          軽自動車税   制限税率（標準税率の１．２倍→１．５倍）緩和 

 

３．制限税率について 

 

（１）制限税率を設定する意義について 

政府による国会答弁等を参考にすれば、今まで、制限税率を設定することとしてきた

意義としては、次の４点が考えられる。 

① 地方団体間に著しい税負担の不均衡が生じることを抑制 

② 国税・地方税を通じた税負担の適正化 

③ 国や他の地方団体の税収入に多大な影響を与えることを抑制 

④ 特定地域の経済活動への過度の負担を与えることを抑制 

また、納税者の負担が過重となることを抑制すべきという社会経済的な要請等も制限

税率設定の理由と考えられる。 

地域の自主性・自立性を高める観点から、制限税率を検討していく上では、これらが、

今日的にも意義を有しているかが、課題となる。 

これについて、①の「地方団体間に著しい税負担の不均衡が生じることを抑制」と②

の「国税・地方税を通じた税負担の適正化」は、全国的に同水準の税負担が要請されて

いた時代と異なり、歳入、歳出それぞれについて、地域が独自に工夫し、これを住民が

求める水準でバランスさせることが地方自治の基本とすれば、今までよりは、その意義

が低下しているのではないかとの意見があった。 

また、法人など投票権を有しない納税者の負担が過重となることを抑制することも、

制限税率を設定する意義としてあるのではないかとの意見があった。 

 

（２）制限税率の見直しの方向性について 

  上記の制限税率の意義の検討を踏まえ、制限税率が定められている個別税目について、

近年の制限税率緩和の流れも踏まえ、地域の自主性・自立性を高める観点から、制限税

率を定めること自体やその幅を見直すべきものはあるかどうかについて、検討を行った。 
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  本研究会としては、制限税率を設定することについては、（１）で整理した意義がある

ものの、税率の自由度を制限するものであるから、社会経済情勢の推移等も踏まえつつ、

地域の自主性・自立性を高める観点から、緩和する方向で不断に検討されるべきである

と考える。 

  なお、個別税目について、次のような意見があった。 

 

 ① 地方法人課税 

・ 地方法人課税については、超過課税の実態として法人に負担が偏っていること、

政治的に投票権を持つ個人よりも投票権を持たない法人に負担を求めがちと考え

られることから、引き続き制限税率を設定する必要がある。 

・ 地方税に関する経済理論では、租税競争や租税外部性を勘案すると、制限税率の

意義は認められており、とりわけ、流動性の高い法人課税、資本課税については、

制限税率が必要であるとおおむね見解が一致している。 

・ ある程度制限税率を設けることに合理性がある。しかし、法人住民税の均等割に

ついては、道府県民税は制限税率がなく、市町村民税には制限税率があることをど

う考えるのか。 

・ 法人は選挙権を持っていないが、実際には政治過程に非常に強い影響を与えてお

り、個人のほうがコミットできていないというのが民主主義の現在の問題点。 

 

 ② 都市計画税 

・ 都市計画税については、受益と負担を住民が決めるという観点から、制限税率を

撤廃することも視野に入れてよいのではないか。 

・ 都市計画税については、標準税率が定められていない中で、地方団体が制限税率

までは課税できるという受け取り方をしている場合、これを撤廃すれば、目安がな

くなり、課税に対して萎縮するのではないか。 

 

 ③ 自動車税、軽自動車税 

・ 自動車課税のように、極端に税収の格差が生じないような税であれば課税自主権

を強化するという発想から、制限税率をなくす議論があってもいいのではないか。 

 

４．一定税率について 

 

（１）一定税率を設定する意義 

政府による国会における答弁等を参考にすれば、今まで、一定税率を設定することと

してきた意義としては、次の４点が考えられる。 

① 経済活動を歪めることを回避        

② 国税・地方税を通じた税負担の適正化 

③ 納税義務者や特別徴収義務者に多大な事務負担を課すことを回避 

④ 特権税的なものであることから同一の負担とする 
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また、納税者の負担が過重となることを抑制すべきという社会経済的な要請等も一定

税率設定の理由と考えられる。 

制限税率と同様に、地域の自主性・自立性を高める観点から、一定税率を検討してい

く上では、これらが、今日的にも意義を有しているかが、課題となる。 

これについて、②の「国税・地方税を通じた税負担の適正化」は、制限税率と同様に、

全国的に同水準の税負担が要請されていた時代と異なり、歳入、歳出それぞれについて、

地域が独自に工夫し、これを住民が求める水準でバランスさせることが地方自治の基本

とすれば、今までよりは、その意義が低下しているのではないかとの意見があった。 

 

（２）一定税率の見直しの方向性について 

  上記の一定税率の意義の検討を踏まえ、一定税率が定められている個別税目について、

地域の自主性・自立性を高める観点から、見直すべきものはあるかどうかについて、検

討を行った。 

  本研究会としては、一定税率を設定することについては、（１）で整理した意義がある

ものの、税率の自由度を制限するものであるから、社会経済情勢の推移等も踏まえつつ、

地域の自主性・自立性を高める観点から、緩和する方向で不断に検討されるべきである

と考える。 

  

  また、州に税率決定権が保持されているカナダの協調売上税（Harmonized Sales 

Tax,HST）（※）の事例が、日本の地方消費税の税率決定に対して極めて重要な示唆を含

んでいるとの指摘があった。こうした諸外国の動向をも踏まえ、地方消費税の税率決定

権を各地方団体が保持する制度の導入についても、将来的な課題として、研究を進める

ことが望まれる。 

  ※ カナダの５つの州で採用されている協調売上税（HST）は、連邦レベルの付加価値税（GST）と

同一の課税標準を採用しており、かつ、連邦が州分を併せて徴収している。GST の税率は５％、

HST の税率は州によって異なり７～１０％である。HST の税収については、産業連関表を基礎と

した清算基準により、各州に配分されている。 

 

 なお、その他の個別税目について、次のような意見があった。 

・ 鉱区税（一定税率）と鉱産税（制限税率）、事業所税（一定税率）と都市計画税（制

限税率）など似たような性格の税であるにもかかわらず、一定税率と制限税率に分か

れている場合、一定税率としておく必要があるか。制限税率付きで標準税率化するこ

とも考えられるのではないか。 

・ 事業所税については、一定税率に絞るという必要までは必ずしも大きくないのでは

ないか。 

・ 同一の地方団体の中で、都市計画税は広く税負担者がいるのに対して、事業所税は

納税者が比較的限定されているため、制限しない場合には、そこに税負担が過重とな

ってしまうという問題もあるのではないか。  
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５．標準税率について 

 

（１）標準税率の定義 

  標準税率については、２．（２）で述べたように、近年、定義の改正や標準税率未満で

課税を行った場合に建設地方債を起こす場合の制約の緩和など課税自主権の活用に資す

る改正が行われている。 

  また、近年、各道府県において、個人住民税の均等割の超過課税（いわゆる森林環境 

税等）が行われ、一部の市町において個人住民税の標準税率未満での課税が行われるな

ど、課税自主権を活用する取組が広がってきている。 

本研究会としては、地域主権改革の推進の観点から、税率の自由度を高めることは必

要であると考える。 

税制全体の大きな方向性は国会で決められるべきとの観点や地方交付税制度における

役割などからは、標準税率の果たしている機能は必要であると考えられる。 

なお、税率の自由度を高める観点からは、「標準」という言葉が、多くの地方団体の税

率決定に強い影響を及ぼしていると考えられるので、「一般税率」や「普通税率」という

用語に変えることを検討すべきとの意見があった。 

 

（２）標準税率と財政上の措置 

標準税率未満で課税を行う場合の建設地方債の許可制度については、次のような意見

があったことから、本研究会としては引き続き制度を維持すべきと考える。 

・ 地方団体において当該年度に減税を行った上で建設地方債を発行することにより後

世代にその負担を転嫁すると、世代間に不公平が生じる。また、地方団体の場合には、

他の団体への転居等に制限がないことから、受益と負担の問題も生じる。 

・ 地方団体間で減税競争が行われれば、税収確保の困難化から、行政サービスの低下

につながる可能性がある。  
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第５章 税務執行面における地方団体の責任 

 

１．問題意識 

 

平成２４年度税制改正大綱では、「地方税の充実と住民自治の確立に向けた地方税制度改

革」が明記されたところであるが、こうした改革を進めていく中で、地方団体の租税収入

を確保するとともに、税負担の公平性を保ち、納税者の信頼に基づく行政を展開する観点

から、地方税の徴収対策について取り組む必要があり、これまで以上に税務執行面におけ

る地方団体の責任が問われるところである。 

本研究会においては、このような問題意識から地方団体の税務執行の現状等や執行面に

関する制度改正についての検討を行った。 

 

２．現状 

 

（１）国税と地方税の確定方式 

  税務執行の検討に当たって、納税額の確定などの租税の確定手続を踏まえることは重

要である。納税額の確定方式は、次の３つの類型がある。 

 ① 申告納税(付)方式 納付すべき税額が納税者のする申告により確定することが原則 

② 賦課課税方式   納付すべき税額がもっぱら課税庁の処分により確定 

③ 自動確定方式   納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税

額が確定 

また、これらの課税方式と納税額の確定のための事務やコストの関係については、一

般的に、次のようになっている。 

① 申告納税(付)方式 主に納税者等が負担 

② 賦課課税方式   主に課税庁が負担 

③ 自動確定方式   ほとんど負担はない（※） 

  ※ 所得税源泉分の現物給与等の取扱いや印紙税の課税文書かどうかの判断など納税者等の負担

についての指摘がある。また、納付された税額が適正なものであるかどうかという問題が残る

ため、課税庁は様々な方法で調査を実施する必要がある。 

 

国税においては、金額ベースで申告納税方式が６９．７％、自動確定方式が２８．５％

となっており、納税額の確定のために課税庁の負担がほとんどないのに対し、地方税に

おいては、６９．５％が賦課課税方式となっており、納税額の確定のために課税庁の負

担が大きいことが特徴となっている（いずれも、平成２２年度決算）。【資料１７】 

なお、申告納税(付)方式については、申告された内容が適正なものかどうかという問

題が残るため、課税庁としては納税者から提出された資料に基づく確認に止まらず様々

な方法で調査を実施することが必要となる。 
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（２）税務調査 

地方税法上、地方団体の徴税吏員は、税目ごとに定める質問検査権に基づき、納税義

務者等に質問し、又は帳簿書類その他の物件を検査することができることとされており、

各地方団体が独自に調査を実施している。 

  

（３）不服申立て 

  地方税の不服申立手続においては、原則として行政不服審査法に定めるところにより

行われるが、処分の大量性、争いの特殊性から、原則として「異議申立て」又は「審査

請求」の手続を経た後に原処分の取消訴訟を提起できることとし、納税者の簡易・迅速

な救済と、争訟の合理化を図っている。 

 

（４）納税環境整備 

  平成２３年度改正において、国税については、税務調査手続の明確化、更正の請求期

間の延長、処分の理由附記の実施等の措置を講じることとし、国税通則法について昭和

３７年の制定以来、最大の見直しを行った。 

  地方税については、更正の請求期間の延長や総務省が行う調査手続、総務大臣が行う

処分に関する手続については、国税と同様の改正を行ったが、地方団体が行う調査手続

や地方団体が行う処分に関する手続については、平成２３年度税制改正大綱において、

地域主権改革の観点に立つべきこと及び地方税の課税団体が多数にのぼりその規模も

様々であることなどを踏まえ、全地方団体に同様の対応を一律に義務付けるのではなく、

各地方団体において適切に対応することができるよう、国税における取扱いについて情

報提供を十分に行っていくこととされたところである。【資料１８】 

 

３．今後の課題 

 

 本研究会は、昨年度の「中間取りまとめ」において、「消費税・地方消費税の賦課徴収に

係る地方団体の役割の拡大」について、当面は、現行制度の下でも可能な「納税相談を伴

う収受」等の取組を進め、その上で、地方団体の体制整備の状況等を見極めながら、消費

税・地方消費税の税率引上げや共通番号制度が実施される時期を目途に、地方団体に対す

る申告書提出の制度化について、改めて判断することが適当である旨提言したところであ

る。 

 その後、この提言については、平成２４年度税制改正大綱、社会保障・税一体改革大綱

（平成２４年２月１７日閣議決定）、そして、第１８０回国会で成立した「社会保障の安定

財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」

に明記された。 

 本研究会の提言を政府として重く受け止め、閣議決定や法律に規定し、提言の方向に沿

って取組や検討を進める姿勢について、高く評価したい。 

 今後は、さらに、この取組や検討を進め、消費税・地方消費税の賦課徴収に係る地方団

体の役割の拡大を図ることを期待するものである。 
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また、平成２３年度税制改正における納税環境整備においては、理由附記のうち地方団

体が行う処分に関する手続について、地方税の課税団体が多数にのぼり規模も様々である

ことや、地域主権改革の観点から、各地方団体の判断に委ねることとされているが、納税

環境整備については納税者の利益になることであるから、政府としても、このような趣旨

について、各地方団体の理解が得られるよう、努めていくべきであると考えられる。 

地方税は賦課課税が多く、税額確定のための地方団体の負担が大きいところではあるが、

課税額を適切に算出し、確定させることは、税務行政に対する納税者の理解を得るために

最も重要なことの一つであり、今後とも不断の努力が必要である。政府においても、実態

の把握や地方団体に対する助言を行うなど必要な措置を講じていく必要がある。 

また、納税者の信頼を確保するには、今後も徴収確保に取り組んでいくことが必要なこ

とはいうまでもない。  
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おわりに 

 

以上、本研究会において検討すべき課題として位置付けられた「地域決定型地方税制特

例措置の導入拡大」、「法定外税の新設・変更への関与の見直し」、「法定税の法定任意税化・

法定外税化の検討」、「税率についての課税自主権の拡大」及び「税務執行面における地方

団体の責任」について、その検討の成果を報告したところであるが、昨年の中間取りまと

めで結論を得た「地域決定型地方税制特例措置の創設」及び「消費税・地方消費税の賦課

徴収に係る地方団体の役割の拡大」を含め、これらの報告が今後の税制改正における議論

に生かされることにより、住民本位の地方自治の確立に資するような地方税制が実現する

ことを期待する。 

近年、社会保障・税一体改革における引上げ分の消費税収の国・地方の配分や地方消費

税の使途等について、国と地方の協議の場で、国と地方が協働して検討したり、毎年度の

税制改正について、税制調査会で、全国知事会、全国市長会、全国町村会との意見交換が

行われたりする等、税制改正プロセスにおいては、総体としての「地方」の意見を反映す

るような取組が行われてきている。 

一方で、今日の財政の危機的な状況を打開するためには、国と地方の協働がより一層必

要であり、地方団体も自ら住民に受益と負担の関係を説明して、法定税での歳入の確保を

図る必要があると考える。 

このため、税制改正プロセスにおいて、総体としての「地方」の意見を反映するような

取組は、引き続き、必要であると考える。 

そして、制度面や制度決定過程において、地方団体の役割が高まると、その制度の執行

においても地方団体の役割はより重要となる。そのため、地方団体においては、課税自主

権をさらに活用するとともに、今まで以上に住民から信頼される税務執行を行い、住民本

位の地方自治の確立に向けた制度運用を行うことを期待するものである。 
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地域の自主性・自立性を高める地方税制度研究会 開催要綱 

 

１．趣   旨 

税制を通じて住民自治を確立し、地域の自主性・自立性を高めるため、現行の地方

税制度を「自主的な判断」と「執行の責任」を拡大する観点から、抜本的に改革する

上での諸課題について検討するため、研究会を開催する。 

 

２．名   称 

本研究会の名称は、「地域の自主性・自立性を高める地方税制度研究会」（略称 「自

主・自立税制研究会」という。）とする。 

 

３．研 究 項 目 

  自治の原点である「税」に関し、地域の住民が自ら決定し、またその決定について

自らが責任を持てる地方税制度の実現に向けた諸課題について検討を行う。 

   （１）「自主的な判断」の拡大 

      地方税法等で定められている過剰な制約を取り除き、地方自治体が自主的に

判断し、条例で決定できるような仕組みの検討 

   （２）「執行の責任」の拡大 

      地方自治体が課税に当たって納税者である住民と直接向き合う機会を増やす

ような仕組みの検討 

 

４．構 成 員 

別紙のとおり。 

 

５．運   営 

（１）本研究会は、総務省において開催する研究会とする。 

（２）本研究会に座長を置き、総務大臣があらかじめ指名する。 

（３）座長は、本研究会を招集する。 

（４）座長は、必要があると認めるときは、あらかじめ座長を代行する者を指名する

ことができる。 

（５）座長は、必要な者に研究会への出席を求め、その意見を聴取することができる。 

（６）座長は、必要があると認めるときは、構成員等による実地調査を実施すること

ができる。 

（７）会議及び資料は原則として公開とし、議事録については、会議の終了後、構成

員の確認の上、公表。 

（８）その他、研究会の運営に必要な事項は座長が定める。 

 

６．庶   務 

研究会の庶務は、総務省自治税務局企画課において処理する。 
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（別紙） 

 

地域の自主性・自立性を高める地方税制度研究会 
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「地域の自主性・自立性を高める地方税制度研究会」開催実績等 

 

＜第１回＞ 平成23年６月29日（水）17時～ 

       ○ 研究会の運営について 

       ○ 研究会の検討項目等について 

       ○ 法定任意軽減措置制度（仮称）について 
 

＜第２回＞ 平成23年７月25日（月）17時～ 

○ 研究会の進め方について 

○ 標準税負担軽減措置制度（仮称）について 

○ 消費税・地方消費税の賦課徴収に係る地方団体の役割の拡大について 
 

＜第３回＞ 平成23年９月８日（木）17時～ 

○ 消費税・地方消費税の賦課徴収について 

○ 法定外税の新設・変更への関与の見直しについて 
 

＜第４回＞ 平成23年９月28日（水）13時30分～ 

○ 標準税負担軽減措置制度（仮称）について 

○ 法定外税の新設・変更への関与の見直しについて 
 

＜第５回＞ 平成23年10月19日（水）13時30分～ 

      ○ 中間取りまとめ（案）について 
 

＜第６回＞ 平成24年４月25日（水）13時30分～ 

    ○ 「中間取りまとめ」後の対応の報告について 

       ○ 検討項目の確認について 
 

＜第７回＞ 平成24年６月５日（火）13時30分～ 

○ 法定税の法定任意税化・法定外税化の検討について 

       ○ 法定外税の新設・変更への関与の見直しについて 
 

＜第８回＞ 平成24年７月11日（水）10時～ 

○ わがまち特例について 

     ○ 税務執行面における地方団体の責任について 
 

＜第９回＞ 平成24年９月５日（水）14時～ 

○ 税率についての課税自主権の拡大について 

       ○ 法定外税の新設・変更への関与の見直しについて 
 

＜第10回＞ 平成24年９月26日（水）14時～ 

 ○ 論点整理について 
 

＜第11回＞ 平成24年10月16日（火）13時～ 

○ 報告書（案）について 
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第
１
章

基
本
的
な
考
え
方

２
．

平
成

2
3
年

度
税

制
改

正
の

基
本

的
な

考
え

方
（
４

）
地

方
税

の
充

実
と

住
民

自
治

の
確

立
に

向
け

た
地

方
税

制
度

改
革

地
域

主
権

改
革

を
推

進
す

る
中

で
、

地
方

が
そ

の
役

割
を

十
分

に
果

た
す

た
め

、
地

方
税

を
充

実
し

、
税

源
の

偏
在

性
が

少
な

く
、

税
収

が
安

定
的

な
地

方
税

体
系

を
構

築
し

て
い

き
ま

す
。

平
成

2
3
年

度
税

制
改

正
で

は
、

個
人

住
民

税
の

諸
控

除
や

税
負

担
軽

減
措

置
等

の
見

直
し

を
行

い
ま

す
。

ま
た

、
地

方
税

制
度

を
「
自

主
的

な
判

断
」
と

「
執

行
の

責
任

」
を

拡
大

す
る

方
向

で
抜

本
的

に
改

革
し

て
い

く
こ

と
と

し
、

成
案

を
得

た
も

の
か

ら
速

や
か

に
実

施
し

ま
す

。

平
成

2
3
年

度
税

制
改

正
大

綱
（
抄

）

平
成

2
2
年

1
2
月

1
6
日

閣
議

決
定

第
２
章

各
主
要
課
題
の
平
成
23
年
度
で
の
取
組
み

９
．

地
域

主
権

改
革

と
地

方
税

制
（
１

）
地

方
税

の
充

実
地

方
税

は
、

住
民

自
治

を
支

え
る

根
幹

で
あ

り
、

地
域

主
権

改
革

を
進

め
て

い
く
観

点
か

ら
、

地
方

税
を

充
実

す
る

こ
と

が
重

要
で

す
。

ま
た

、
少

子
高

齢
化

が
進

み
、

社
会

保
障

制
度

を
支

え
て

い
る

地
方

自
治

体
の

役
割

が
ま

す
ま

す
増

大
す

る
中

で
、

社
会

保
障

な
ど

地
方

行
政

を
安

定
的

に
運

営
す

る
た

め
の

地
方

消
費

税
の

充
実

な
ど

、
税

源
の

偏
在

性
が

少
な

く
、

税
収

が
安

定
的

な
地

方
税

体
系

を
構

築
し

ま
す

。

（
２

）
住

民
自

治
の

確
立

に
向

け
た

地
方

税
制

度
改

革
①

基
本

的
考

え
方

税
制

を
通

じ
て

住
民

自
治

を
確

立
し

、
地

域
主

権
改

革
を

推
進

す
る

た
め

、
現

行
の

地
方

税
制

度
を

「
自

主
的

な
判

断
」
と

「
執

行
の

責
任

」
を

拡
大

す
る

方
向

で
抜

本
的

に
改

革
し

て
い

き
ま

す
。

そ
の

際
、

「
自

主
的

な
判

断
」
の

拡
大

の
観

点
に

立
っ

て
、

地
方

税
法

等
で

定
め

ら
れ

て
い

る
過

剰
な

制
約

を
取

り
除

き
、

地
方

自
治

体
が

自
主

的
に

判
断

し
、

条
例

で
決

定
で

き
る

よ
う

に
改

革
を

進
め

ま
す

。
ま

た
、

「
執

行
の

責
任

」
の

拡
大

の
観

点
に

立
っ

て
、

地
方

自
治

体
が

課
税

に
当

た
っ

て
納

税
者

で
あ

る
住

民
と

直
接

向
き

合
う

機
会

を
増

や
す

よ
う

に
改

革
を

進
め

ま
す

。

【
資

料
１

】
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②
具

体
的

取
組

み

以
下

の
事

項
等

に
つ

い
て

検
討

を
行

い
、

成
案

を
得

た
も

の
か

ら
速

や
か

に
実

施
す

る
こ

と
と

し
、

法
制

化
が

必
要

な
も

の
に

つ
い

て
は

、
平

成
2
4
年

度
税

制
改

正
か

ら
実

現
を

図
り

ま
す

。

イ
地

方
自

治
体

の
「
自

主
的

な
判

断
」
の

拡
大

の
た

め
の

事
項

(ｲ
) 
法

定
任

意
軽

減
措

置
制

度
（
仮

称
）
の

創
設

適
用

の
是

非
や

程
度

を
、

各
地

方
自

治
体

が
自

主
的

判
断

に
基

づ
き

、
条

例
に

お
い

て
決

定
で

き
る

仕
組

み
の

創
設

を
検

討
し

ま
す

。

ま
た

、
例

外
的

に
全

国
一

律
に

法
律

で
軽

減
す

る
必

要
が

あ
る

対
象

の
絞

り
込

み
を

行
い

ま
す

。

(ﾛ
) 

法
定

税
の

法
定

任
意

税
化

・
法

定
外

税
化

税
収

が
僅

少
な

法
定

税
や

法
定

任
意

税
の

取
扱

い
を

検
討

し
ま

す
。

(ﾊ
) 
制

限
税

率
の

見
直

し

納
税

者
の

権
利

保
護

や
社

会
経

済
・
他

団
体

へ
の

影
響

等
の

観
点

を
踏

ま
え

つ
つ

、
見

直
し

を
検

討
し

ま
す

。

ロ
地

方
自

治
体

の
「
執

行
の

責
任

」
の

拡
大

の
た

め
の

事
項

(ｲ
) 
法

定
外

税
の

新
設

・
変

更
へ

の
関

与
の

見
直

し

法
定

外
税

の
新

設
・
変

更
へ

の
国

の
同

意
付

き
協

議
に

よ
る

事
前

関
与

の
見

直
し

を
検

討
し

ま
す

。

(ﾛ
) 

消
費

税
・
地

方
消

費
税

の
賦

課
徴

収
に

係
る

地
方

自
治

体
の

役
割

の
拡

大

地
方

自
治

体
に

よ
る

消
費

税
・
地

方
消

費
税

の
申

告
書

の
収

受
や

納
税

相
談

等
を

一
層

推
進

し
ま

す
。

ま
た

、
今

後
の

課
題

と
し

て
、

地
方

自
治

体
に

よ
る

申
告

書
の

受
理

等
に

つ
い

て
、

実
務

上
の

論
点

等
を

含
め

検
討

し
ま

す
。
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地
域

決
定

型
地

方
税

制
特

例
措

置
の

導
入

に
よ

る
地

方
税

法
に

定
め

る
特

例
措

置
の

あ
り

方
の

見
直

し

国
が

地
方

に
実

施
を

求
め

る
特

例
（
※

）

地
方

の
裁

量
を

認
め

た
方

が

効
果

的
な

特
例

全
国

一
律

の
方

が

効
果

的
な

特
例

全
国
一
律
特
例
措
置

地
域
決
定
型

地
方
税
制
特
例
措
置

国
が

定
め

る
地

方
税

制

地
方

が
定

め
る

範
囲

の
拡

大

国
が

定
め

る

範
囲

の
縮

小

地
方

が
定

め
る

地
方

税
制

不
均

一
課

税

条
例

減
免

法
定

外
税

全
国

一
律

の
特

例
措

置
で

な
け

れ
ば

政
策

目
的

を
達

成
す

る
こ

と
が

困
難

で
あ

る

特
段

の
事

情
が

な
い

限
り

、
地

域
決

定
型

地
方

税
制

特
例

措
置

を
原

則

※
特

定
の

政
策

目
的

を
有

す
る

措
置

及
び

租
税

政
策

の
観

点
か

ら
講

じ
る

措
置

【
資

料
２

】
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（
①
税
負
担
軽
減
の
条
件
：
特
例
対
象
）

特
定

の
対

象
物

等
の

取
得

・
保

有

特
定

の
支

出
の

実
施

等

（
③
税
負
担
軽
減
の
程
度
：
特
例
割
合
）

課
税

標
準

や
税

額
か

ら

一
定

額
を

減
額

等

（
②
税
負
担
軽
減
の
期
間
：
特
例
期
間
）

○
年

間
、

特
例

措
置

を
継

続

※
期

間
の

定
め

が
な

い
も

の
も

あ
る

。

特
例
措
置
の
主
要
構
成
要
素

地
域

決
定

型
地

方
税

制
特

例
措

置
に

お
け

る
条

例
委

任
の

考
え

方

＜
基

本
的

考
え

方
＞

こ
れ

ま
で

国
が

統
一

的
に

定
め

て
い

た
地

方
の

課
税

権
に

関
す

る

統
制

を
徐

々
に

緩
め

て
い

く
観

点
や

、
住

民
に

と
っ

て
過

度
に

わ
か

り
に

く
い

税
制

と
な

る
こ

と
は

避
け

る
べ

き
と

い
っ

た
観

点
を

踏
ま

え
、

条
例

委
任

は
次

の
方

法
に

よ
り

実
施

。

（
１

）
特

例
措

置
の

主
要

構
成

要
素

の
う

ち
、

特
例

期
間

・
特

例
割

合
に

つ
い

て
条

例
委

任
す

る
こ

と
を

基
本

と
す

る
。

（
２

）
特

例
割

合
等

を
条

例
委

任
す

る
際

に
は

、
「
法

律
で

示
す

一

定
の

特
例

割
合

等
」
及

び
条

例
で

定
め

る
特

例
割

合
等

の

「
上

限
・
下

限
」
を

設
け

る
。

（
３

）
（
２

）
の

上
限

・
下

限
の

あ
り

方
は

、
地

域
決

定
型

地
方

税
制

特
例

措
置

方
式

を
導

入
す

る
個

々
の

特
例

措
置

の
内

容
等

を
踏

ま
え

、
検

討
す

る
。

※
課

税
標

準
特

例
・
税

額
特

例
の

区
別

無
く
、

地
域

決
定

型
地

方
税

制

特
例

措
置

を
導

入
。

※
「
法

律
で

示
す

一
定

の
特

例
割

合
等

」
は

、
「
参

酌
す

べ
き

基
準

」
と

位
置

付
け

る
こ

と
を

基
本

と
す

る
。

条 例 委 任 の 対 象

【
資

料
３

】
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平
成

2
4
年

度
税

制
改

正
大

綱
（
抄

）

平
成

2
3
年

1
2
月

1
0
日

閣
議

決
定

平
成

2
3
年

1
2
月

2
4
日

一
部

改
正

第
３
章

平
成
24
年
度
税
制
改
正

８
．

検
討

事
項

〔
地

方
税

〕
（

３
）

新
築

住
宅

等
に

係
る

固
定

資
産

税
の

減
額

措
置

に
つ

い
て

は
、

住
宅

ス
ト

ッ
ク

が
量

的
に

充
足

し
て

い
る

現
状

を
踏

ま
え

、
住

宅
の

質
の

向
上

を
図

る
政

策
へ

の
転

換
、

適
正

な
コ

ス
ト

に
よ

る
良

質
な

住
宅

の
取

得
等

の
住

宅
政

策
の

観
点

か
ら

、
平

成
2
6
年

度
税

制
改

正
ま

で
に

、
社

会
経

済
の

情
勢

を
踏

ま
え

つ
つ

、
他

の
税

目
も

含
め

た
住

宅
税

制
の

体
系

と
税

制
上

支
援

す
べ

き
住

宅
へ

の
重

点
化

等
そ

の
あ

り
方

を
検

討
し

ま
す

。

第
２
章

平
成
24
年
度
に
お
け
る
主
な
取
組
み

９
．

地
域

主
権

改
革

と
地

方
税

制
（
２

）
住

民
自

治
の

確
立

に
向

け
た

地
方

税
制

度
改

革
①

基
本

的
考

え
方

税
制

を
通

じ
て

住
民

自
治

を
確

立
し

、
地

域
主

権
改

革
を

推
進

す
る

た
め

、
現

行
の

地
方

税
制

度
を

「
自

主
的

な
判

断
」
と

「
執

行
の

責
任

」
を

拡
大

す
る

方
向

で
抜

本
的

に
改

革
し

て
い

き
ま

す
。

そ
の

際
、

「
自

主
的

な
判

断
」
の

拡
大

の
観

点
に

立
っ

て
、

地
方

税
法

等
で

定
め

ら
れ

て
い

る
過

剰
な

制
約

を
取

り
除

き
、

地
方

自
治

体
が

自
主

的
に

判
断

し
、

条
例

で
決

定
で

き
る

よ
う

に
改

革
を

進
め

ま
す

。
ま

た
、

「
執

行
の

責
任

」
の

拡
大

の
観

点
に

立
っ

て
、

地
方

自
治

体
が

課
税

に
当

た
っ

て
納

税
者

で
あ

る
住

民
と

直
接

向
き

合
う

機
会

を
増

や
す

よ
う

に
改

革
を

進
め

ま
す

。
今

後
、

引
き

続
き

検
討

を
行

い
、

成
案

を
得

た
も

の
か

ら
速

や
か

に
実

施
す

る
も

の
と

し
ま

す
。

②
具

体
的

取
組

み
イ

地
域

決
定

型
地

方
税

制
特

例
措

置
（
通

称
：
わ

が
ま

ち
特

例
）
の

導
入

地
方

税
法

で
定

め
る

特
例

措
置

を
可

能
な

限
り

廃
止

し
、

地
方

税
制

に
つ

い
て

国
が

定
め

る
範

囲
を

縮
小

し
て

い
く
と

と
も

に
、

特
例

措
置

に
つ

い
て

、
国

が
一

律
に

定
め

て
い

た
内

容
を

地
方

自
治

体
が

自
主

的
に

判
断

し
、

条
例

で
決

定
で

き
る

よ
う

に
す

る
仕

組
み

（
「
地

域
決

定
型

地
方

税
制

特
例

措
置

（
通

称
：
わ

が
ま

ち
特

例
）
」
）
を

導
入

し
、

地
方

自
治

体
の

自
主

性
・
自

立
性

を
一

層
高

め
る

と
と

も
に

、
税

制
を

通
じ

て
、

こ
れ

ま
で

以
上

に
地

方
自

治
体

が
地

域
の

実
情

に
対

応
し

た
政

策
を

展
開

で
き

る
よ

う
に

し
ま

す
。

平
成

2
4
年

度
税

制
改

正
に

お
い

て
は

、
固

定
資

産
税

の
課

税
標

準
の

特
例

措
置

２
件

に
つ

い
て

、
地

方
自

治
体

が
課

税
標

準
の

軽
減

の
程

度
を

条
例

で
決

定
で

き
る

よ
う

に
し

ま
す

。

【
資

料
４

】
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ロ
消

費
税

・
地

方
消

費
税

の
賦

課
徴

収
に

係
る

地
方

自
治

体
の

役
割

の
拡

大
地

方
自

治
体

の
「
執

行
の

責
任

の
拡

大
」
や

「
住

民
の

利
便

性
の

向
上

」
等

の
観

点
か

ら
、

消
費

税
・
地

方
消

費
税

の
賦

課
徴

収
に

係
る

地
方

自
治

体
の

役
割

の
拡

大
を

進
め

る
こ

と
が

必
要

で
す

。
当

面
は

、
現

行
制

度
の

下
で

も
可

能
な

「
納

税
相

談
を

伴
う

収
受

」
等

の
取

組
み

を
進

め
、

そ
の

上
で

、
地

方
自

治
体

の
体

制
整

備
の

状
況

等
を

見
極

め
な

が
ら

、
消

費
税

を
含

む
税

制
の

抜
本

改
革

を
実

施
す

る
時

期
を

目
途

に
、

地
方

自
治

体
に

対
す

る
申

告
書

提
出

の
制

度
化

等
に

つ
い

て
、

実
務

上
の

論
点

を
十

分
整

理
し

て
、

改
め

て
判

断
す

る
こ

と
と

し
ま

す
。

第
３
章

平
成
24
年
度
税
制
改
正

２
．

資
産

課
税

（
３

）
そ

の
他

の
租

税
特

別
措

置
等

〔
地

方
税

〕
（

廃
止

・
縮

減
等

）
〈

固
定

資
産

税
・

都
市

計
画

税
〉

⑪
公

害
防

止
用

設
備

に
係

る
固

定
資

産
税

の
課

税
標

準
の

特
例

措
置

に
つ

い
て

、
次

の
と

お
り

見
直

し
を

行
っ

た
上

、
そ

の
適

用
期

限
を

２
年

（
ハ

に
あ

っ
て

は
３

年
）

延
長

し
ま

す
。

ハ
下

水
道

除
害

施
設

に
つ

い
て

は
、

価
格

に
次

の
割

合
を

乗
じ

て
得

た
額

を
課

税
標

準
と

し
ま

す
。

(
ｲ
)
大

臣
配

分
資

産
又

は
知

事
配

分
資

産
４

分
の

３
(
ﾛ
)
そ

の
他

の
資

産
４

分
の

３
を

参
酌

し
て

３
分

の
２

以
上

６
分

の
５

以
下

の
範

囲
内

に
お

い
て

市
町

村
の

条
例

で
定

め
る

割
合

（
延

長
・

拡
充

等
）

〈
固

定
資

産
税

・
都

市
計

画
税

〉
②

特
定

都
市

河
川

浸
水

被
害

対
策

法
に

基
づ

き
都

道
府

県
知

事
等

の
許

可
を

要
す

る
雨

水
浸

透
阻

害
行

為
に

伴
い

設
置

さ
れ

る
一

定
の

雨
水

貯
留

浸
透

施
設

に
係

る
固

定
資

産
税

の
課

税
標

準
の

特
例

措
置

に
つ

い
て

、
価

格
に

次
の

割
合

を
乗

じ
て

得
た

額
を

課
税

標
準

と
し

た
上

、
そ

の
適

用
期

限
を

３
年

延
長

し
ま

す
。

イ
大

臣
配

分
資

産
又

は
知

事
配

分
資

産
３

分
の

２
ロ

そ
の

他
の

資
産

３
分

の
２

を
参

酌
し

て
２

分
の

１
以

上
６

分
の

５
以

下
の

範
囲

内
に

お
い

て
市

町
村

の
条

例
で

定
め
る
割

合
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特
定

の
対

象
に

対
し

、
税

負
担

を
軽

減
等

す
る

制
度

に
お

け
る

わ
が

ま
ち

特
例

の
位

置
付

け

国
に
よ
る
措
置

根
拠
：
地
方
税
法

国
に
よ
る
措
置
で
一
部
を
条
例
に
委
ね
る
も
の

根
拠
：
地
方
税
法
、
条
例

地
方
団
体
に
よ
る
措
置

根
拠
：
地
方
税
法
、
条
例

○
非
課
税

・
各
種
の
政
策
目
的
（
課
税
対
象
の
公
共

性
等
）
、
税
制
上
の
理
由
に
よ
り
設
け

ら
れ
て
い
る
も
の

・
全
国
画
一
的
に
一
定
の
も
の
に
対
し
て

課
税
し
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
も
の
で

あ
っ
て
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
地
方
団

体
の
課
税
権
を
制
限

○
非
課
税
（
特
例
対
象
を
条
例
委
任
）

・
救
急
用
の
自
動
車
等
の
非
課
税
（
自
動
車
税
、

軽
自
動
車
税
）

・
過
疎
バ
ス
の
取
得
に
係
る
非
課
税
（
自
動
車

取
得
税
）

○
課
税
免
除
（
地
方
税
法
第
6
条
第
1
項
）

・
個
々
の
地
方
団
体
が
公
益
上
そ
の
他
の
事
由
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
独
自
の
判
断
に
よ
り
、
一

定
の
範
囲
の
も
の
に
対
し
課
税
し
な
い
こ
と
が

で
き

る
・
「
課
税
免
除
」
は
、
本
来
は
、
地
方
団
体
に
よ

る
「
非
課
税
」
と
い
う
べ
き
も
の

○
税
率
特
例

・
各
種
の
政
策
目
的
等
に
基
づ
い
て
、
全

国
画
一
的
に
地
方
団
体
の
課
税
権
を
制

約

○
不
均
一
課
税
（
地
方
税
法
第
6条

第
2
項
）

・
特
定
の
場
合
に
お
い
て
、
あ
る
一
定
の
範
囲
の

納
税
者
に
限
っ
て
、
条
例
に
よ
り
一
般
の
税
率

と
異
な
る
税
率
で
課
税
す
る
こ
と

○
課
税
標
準
特
例
、
税
額
特
例

・
各
種
の
政
策
目
的
等
に
基
づ
い
て
、
全

国
画
一
的
に
地
方
団
体
の
課
税
権
を
制

約
・
特
例
対
象
、
特
例
割
合
等
を
法
定

○
わ
が
ま
ち
特
例

・
課
税
標
準
特
例
、
税
額
特
例
の
特
例
割
合
等

を
条
例
委
任

※
他

に
次

の
よ

う
な

措
置

あ
り

○
特

例
対

象
を

条
例

委
任

（
個

人
住

民
税

）

・
条

例
で

指
定

さ
れ

た
Ｎ

Ｐ
Ｏ

法
人

等
へ

の
寄

附
に

関
す

る
税

額
控

除

○
減

額
を

条
例

委
任

（
固

定
資

産
税

）

・
商

業
地

等
に

係
る

条
例

減
額

制
度

・
税

負
担

急
増

土
地

に
係

る
条

例
減

額
制

度

○
条
例
減
免

・
天
災
そ
の
他
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
等
に
お

い
て
個
々
の
納
税
義
務
者
の
状
況
に
よ
り
、

い
っ
た
ん
発
生
し
た
租
税
債
権
の
全
部
又
は
一

部
を

放
棄

【
資

料
５

】
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１
法

定
外

税

地
方

団
体

は
地

方
税

法
に

定
め

る
税

目
（
法

定
税

）
以

外
に

、
条

例
に

よ
り

税
目

を
新

設
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

こ
れ

を
「
法

定
外

税
」
と

い
う

。

平
成

１
２

年
４

月
の

地
方

分
権

一
括

法
に

よ
る

地
方

税
法

の
改

正
に

よ
り

、
法

定
外

普
通

税
の

許
可

制
が

同
意

を
要

す
る

協
議

制
に

改
め

ら
れ

る
と

と
も

に
、

新
た

に
法

定
外

目
的

税
が

創
設

さ
れ

た
。

ま
た

、
平

成
１

６
年

度
税

制
改

正
に

よ
り

、
既

存
の

法
定

外
税

に
つ

い
て

、
税

率
の

引
き

下
げ

、
廃

止
、

課
税

期
間

の
短

縮
を

行
う

場
合

に
は

総
務

大
臣

へ
の

協
議

・
同

意
の

手
続

が
不

要
と

な
っ

た
ほ

か
、

特
定

の
納

税
義

務
者

に
係

る
税

収
割

合
が

高
い

場
合

に
は

、
条

例
制

定
前

に
議

会
で

そ
の

納
税

者
義

務
者

の
意

見
を

聴
取

す
る

制
度

が
創

設
さ

れ
た

。

２
新

設
等

の
手

続

地
方

団
体

総
務

大
臣

地
方

財
政

審
議

会

財
務

大
臣

国
地

方
係

争
処

理
委

員
会

議
会

条
例

可
決

後
協

議

同
意

意
見

の
聴

取

意
見

通
知

（
異

議
）

意
見

の
提

出
意

見
の

聴
取

審
査
の
申
出

（
不
服
が
あ
る
場
合
）

勧
告

（
関
与
が
不
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
）

次
の

い
ず

れ
か

が
あ

る
と

認
め

る
場

合
を

除
き

、
総

務
大

臣
は

こ
れ

に
同

意
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
（
地

方
税

法
第

2
6
1
条

、
第

6
7
1
条

、
第

7
3
3
条

）

①
国

税
又

は
他

の
地

方
税

と
課

税
標

準
を

同
じ

く
し

、
か

つ
、

住
民

の
負

担
が

著
し

く
過

重
と

な
る

こ
と

②
地

方
団

体
間

に
お

け
る

物
の

流
通

に
重

大
な

障
害

を
与

え
る

こ
と

③
前

二
号

に
掲

げ
る

も
の

を
除

く
ほ

か
、

国
の

経
済

施
策

に
照

ら
し

て
適

当
で

な
い

こ
と

「
特

定
納

税
義

務
者

」

法
定

外
税

の
納

税
額

が
、

全
納

税
者

の
納

税
額

総
額

の
１

０
分

の
１

を
継

続
的

に
超

え
る

と
見

込
ま

れ
る

者
と

し
て

、
次

の
２

つ
の

要
件

を
ど

ち
ら

も
満

た
す

と
見

込
ま

れ
る

者

①
条

例
施

行
後

５
年

間
の

合
計

で
、

当
該

納
税

義
務

者
に

係
る

納
税

額
が

、
そ

の
法

定
外

税
の

納
税

額
総

額
の

１
／

１
０

を
超

え
る

見
込

み
が

あ
る

こ
と

②
当

該
納

税
義

務
者

に
係

る
納

税
額

が
、

そ
の

法
定

外
税

の
納

税
額

総
額

の
１

／
１

０
を

超
え

る
年

が
、

条
例

施
行

後
５

年
間

の
う

ち
３

年
以

上
あ

る
と

見
込

ま
れ

る
こ

と

特
定

納
税

義
務

者

現
行
制
度
の
概
要

【
資

料
６

】
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１
法

定
外
普
通
税

〔
４
１
８

億
円

（
２
２

件
）

〕

［
都
道
府
県
］

石
油

価
格

調
整
税

１
０

沖
縄
県

核
燃

料
税

２
３
２

福
井
県
、

福
島

県
、

愛
媛

県
、

佐
賀

県
、
島

根
県

、
静

岡
県

、

鹿
児
島
県

、
宮

城
県

、
新

潟
県

、

北
海
道
、

石
川

県

核
燃

料
等

取
扱
税

１
２

茨
城
県

核
燃

料
物

質
等
取

扱
税

１
５

１
青
森

県

臨
時

特
例

企
業
税

（
＊
1）

0
.2

神
奈
川
県

計
４
０

４
億

円
〈

１
５

件
〉

［
市
区
町
村
］

砂
利

採
取

税
等

0
.
3
 
 城

陽
市

(京
都
)
（
＊
4
）
、
中

井
町

(
神

奈
川

)
、

山
北
町

(神
奈
川

)

別
荘

等
所

有
税

６
熱

海
市

(静
岡

)
 
 
  

 
  

 
  
 
 

歴
史

と
文

化
の
環

境
税

0
.
6
 
 
太

宰
府

市
(福

岡
)
 
  

 
  
 
 
 

使
用

済
核

燃
料
税

４
薩

摩
川

内
市

(
鹿

児
島

)
 
 
 
 
 

狭
小

住
戸

集
合
住

宅
税

４
豊

島
区

(
東

京
)
  

 
  

 
  
 
 

計
１

４
億

円
〈

７
件

〉

２
法

定
外
目
的
税

〔
９
７
億

円
（

３
４
件

）
〕

［
都
道
府
県
］

産
業

廃
棄

物
税
等

６
９

三
重

県
、
鳥

取
県

、
岡
山

県
、

広
島
県

、
（
＊
2
）

青
森
県

、
岩
手

県
、

秋
田
県

、
滋

賀
県
、

奈
良

県
、
新

潟
県

、
山
口

県
、

宮
城
県

、

京
都

府
、
島

根
県

、
福
岡

県
、

佐
賀
県

、

長
崎

県
、
大

分
県

、
鹿
児

島
県

、
熊
本

県
、

宮
崎

県
、
福

島
県

、
愛
知

県
、

沖
縄
県

、

北
海

道
、
山

形
県

、
愛
媛

県

宿
泊

税
１

０
東
京
都

乗
鞍

環
境

保
全

税
0
.
2
 
 
 岐

阜
県

計
８

０
億
円

〈
２
９
件

〉

［
市
区
町
村
］

遊
漁

税
0
.
1

富
士
河

口
湖
町

(
山
梨

)

環
境

未
来

税
１

２
北
九
州

市
(
福
岡

)
 

使
用

済
核

燃
料
税

６
柏

崎
市

(新
潟

)
 
  
 
 
 
  
 
  
 
 

環
境

協
力

税
（

＊
3
）

0
.
06

伊
是

名
村

(
沖

縄
)
、

伊
平

屋
村

(
沖

縄
)
 

計
１

８
億
円

〈
５
件

〉

平
成
2
2
年
度
決
算
額

５
１
６
億
円

（
地
方
税
収
額
に
占
め
る
割
合

０
．
１
５
％
）

*
1

神
奈

川
県

臨
時

特
例

企
業

税
条

例
は
平

成
2
1
年

３
月

3
1
日

を
も
っ
て
失

効
し
て
い
る
が
、
同

日
以

前
に
終

了
す

る
事

業
年

度
分

の
税

収
が
あ
る
た
め
掲

載
し
て
い
る
。

*
2

産
業

廃
棄

物
処

理
税

（
岡

山
県

）
、
産

業
廃

棄
物

埋
立

税
（
広

島
県

）
、
産

業
廃

棄
物

処
分

場
税

（
鳥

取
県

）
、
産

業
廃

棄
物

減
量

税
（
島

根
県

）
、
循

環
資

源
利

用
促

進
税

（
北

海
道

）
な
ど
、
実

施
団

体
に
よ
り
名

称
に
差

異
が
あ
る
が
、

最
終
処
分
場
等
へ
の
産
業
廃
棄
物

の
搬

入
を
課
税
客

体
と
す

る
こ
と
に
着
目

し
て
課
税
す

る
も
の
を
ま
と
め
て
こ
こ
に
掲
載

し
て
い
る
。

*
3

環
境

協
力

税
は
平

成
2
3
年

４
月

１
日

か
ら
渡

嘉
敷

村
に
お

い
て
も
施

行
。

*
4

京
都

府
城

陽
市

の
山

砂
利

採
取

税
は
、
平

成
2
3
年

６
月
１
日

よ
り
法

定
外

目
的

税
と
し
て
施

行
。

*
5

端
数

処
理

の
た
め
、
計

が
一
致

し
な
い
。

（
件
数
は

平
成

2
2
年

4月
1日

現
在
）

（
金
額
は

平
成

2
2
年
度

決
算

額
）

法
定
外
税
の
状
況

【
資

料
７

】
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【
資

料
８

】
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是 正 の 要 求

（ ２ ４ ５ の ５ ）

是 正 の 指 示

（ ２ ４ ５ の ７ ）

地
方
公
共
団
体

が
是
正
の
要
求

等
に
応
じ
た
措

置
を
講
じ
な
い

と
き

国
地
方
係
争
処

理
委
員
会
（
自

治
紛
争
処
理
委

員
）
へ
の
審
査

の
申
出
を
し
な

い
と
き

（
※
2
）

国
地
方
係
争
処

理
委
員
会
（
自

治
紛
争
処
理
委

員
）
へ
の
審
査

の
申
出
を
し
た

と
き

（
2
50
の

1
3
,2
5
1の

3
）

委
員
会
が
、
審
査

を
行
い
、
審
査
の

結
果
又
は
勧
告
の

内
容
の
通
知
を
し

た
と
き

委
員
会
が
9
0
日
以

内
に
審
査
・
勧
告

を
行
わ
な
い
と
き

（
※
2
）
審
査
の
申
出
又
は
訴
え
の
提
起
を
し
た
も
の
の
、
当
該
審
査
の
申
出

又
は

訴
え
を

取
り

下
げ

た
場

合
も

訴
え

提
起

を
可

能
と
す
る
。

地 方 公 共 団 体 に よ る 訴 え 提 起 が 可 能

高 等 裁 判 所

高
等
裁
判
所

に
訴
え
を
提

起
し
た
と
き

（
2
51
の

5
,
25
2）

＜
現
行
制
度
＞

地 方 公 共 団 体 が 、 な お 是 正 の 要 求 等 に 応 じ た 措 置 を

講 じ な い と き

高 等 裁 判 所
国

等
に
よ

る
訴
え
提

起

国
等

に
よ

る
訴

え
提

起

高
等
裁
判
所

に
訴
え
を
提

起
し
な
い
と

き
（
※
2
）

・
委
員
会
が
、
国
の
是
正
の
要

求
等
が
違
法
等
で
あ
る
と
し
て

国
に
勧
告
し
、
当
該
勧
告
の
内

容
を
地
方
公
共
団
体
に
通
知
し

た
と
き

・
委
員
会
が
、
国
の
是
正
の
要

求
等
が
違
法
等
で
な
い
と
し
て
、

地
方
公
共
団
体
に
通
知
し
た
と

き

地
方

自
治

法
改

正
に

よ
り

新
設

さ
れ

る
「
国

等
に

よ
る

訴
え

の
提

起
（

※
1
）

」
に

つ
い

て
【
資

料
９

】

（
※
1
）
施
行
は
公
布
の
日
（
平
成
２
４
年
９
月
５
日
）
か
ら
起
算
し
て
６
月

を
超
え

な
い

範
囲

内
に

お
い

て
政

令
で

定
め

る
日

。
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種
類

概
要

税
目

道
府

県
税

市
町

村
税

一
定
税
率

地
方

団
体

に
そ

れ
以

外
の

税
率

を
定

め
る

こ
と

を
許

さ
な

い
税

率
。

道
府
県
民
税
（
利
子
割
）

自
動
車
取
得
税

道
府
県
民
税
（
配
当
割
）

軽
油
引
取
税

道
府
県
民
税
（
株
式
等
譲
渡
所
得
割
）

鉱
区
税

地
方
消
費
税

狩
猟
税

道
府
県
た
ば
こ
税

市
町
村
た
ば
こ
税

特
別
土
地
保
有
税

事
業
所
税

標 準 税 率

制
限
税
率

あ
り

地
方

団
体

が
課

税
す

る
場

合
に

通
常

よ
る

べ
き

税
率

が
定

め
ら

れ
た

上
で

、
制

限
税

率
が

定
め

ら
れ

て
い

る
税

率
。

道
府
県
民
税
（
法
人

法
人
税
割
）

事
業
税
（
個
人
、
法
人
）

ゴ
ル
フ
場
利
用
税

自
動
車
税

市
町
村
民
税
（
法
人

均
等
割
）

市
町
村
民
税
（
法
人

法
人
税
割
）

軽
自
動
車
税

鉱
産
税

制
限
税
率

な
し

地
方

団
体

が
課

税
す

る
場

合
に

通
常

よ
る

べ
き

税
率

。

道
府
県
民
税
（
個
人

均
等
割
）

道
府
県
民
税
（
個
人

所
得
割
）

道
府
県
民
税
（
法
人

均
等
割
）

不
動
産
取
得
税

固
定
資
産
税
（
道
府
県
分
）

市
町
村
民
税
（
個
人

均
等
割
）

市
町
村
民
税
（
個
人

所
得
割
）

固
定
資
産
税

任 意 税 率

制
限
税
率

あ
り

地
方

団
体

が
税

率
を

定
め

る
に

当
た

っ
て

、
そ

れ
を

超
え

る
こ

と
が

で
き

な
い

税
率

。

都
市
計
画
税

制
限
税
率

な
し

地
方

税
法

に
お

い
て

税
率

を
定

め
ず

、
地

方
団

体
に

税
率

設
定

を
委

ね
て

い
る

税
率

。

水
利
地
益
税

水
利
地
益
税

共
同
施
設
税

宅
地
開
発
税

そ
の

他
入
湯
税

税
率
の
種
類

○
現

行
地

方
税

法
の

法
定

税
の

税
率

の
種

類
を

分
類

す
る

と
以

下
の

と
お

り

【
資

料
１

０
】
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種
類

規
定

例

一
定
税
率

（
地
方
消
費
税
の
税
率
）

第
７
２
条
の
８
３

地
方
消
費
税
の
税
率
は
、
百
分
の
二
十
五
と
す
る
。

標 準 税 率

制
限
税
率

あ
り

（
法
人
税
割
の
税
率
）

第
３
１
４
条
の
４

法
人
税
割
の
標
準
税
率
は
、
百
分
十
二
・
三
と
す
る
。
た
だ
し
、
標
準
税
率
を
超
え
て
課
す
る

場
合
に
お
い
て
も
、
百
分
の
十
四
・
七
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

制
限
税
率

な
し

（
不
動
産
取
得
税
の
税
率
）

第
７
３
条
の
１
５

不
動
産
取
得
税
の
標
準
税
率
は
、
百
分
の
四
と
す
る
。

任 意 税 率

制
限
税
率

あ
り

（
都
市
計
画
税
の
税
率
）

第
７
０
２
条
の
４

都
市
計
画
税
の
税
率
は
、
百
分
の
〇
・
三
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

制
限
税
率

な
し

（
宅
地
開
発
税
）

第
７
０
３
条
の
３

（
略
）

２
宅
地
開
発
税
の
税
率
は
、
宅
地
開
発
に
伴
い
必
要
と
な
る
公
共
施
設
の
整
備
に
要
す
る
費
用
、
当
該
公
共
施
設

に
よ
る
受
益
の
状
況
等
を
参
酌
し
て
、
当
該
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
。

そ
の
他

（
入
湯
税
の
税
率
）

第
７
０
１
条
の
２

入
湯
税
の
税
率
は
、
入
湯
客
一
人
一
日
に
つ
い
て
、
百
五
十
円
を
標
準
と
す
る
も
の
と
す
る
。

※
規
定
例
は
全
て
地
方
税
法

各
税

率
の

種
類

に
お

け
る

規
定

例

○
現

行
地

方
税

法
の

法
定

税
の

税
率

の
種

類
に

係
る

規
定

例
は

以
下

の
通

り

【
資

料
１

１
】
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道
府

県
税

の
税

率
一

覧

税
 
 
目
 

税
 
率
 
の
 
種
 
類
 

制
限
税
率
の
有
無
 

摘
 
 
要
 

道
府

県
民

税
 

 
 
 
 
所

得
割
 

    
 
 
 
均

等
割
 

  
個
人
 

  
 
 
 
配

当
割
 

   
 
 
 
株
式
等
譲
 

 
 
 
 
渡
所
得
割
 

   
 
 
 
法
人
税
割
 

  
法
 
人
 

  
 
 
 
均

等
割
 

   
 
利

子
割

 
 
 
 
 
 
 

  事
業

税
 

 
 
個

人
 

   
 
法

人
 

                    

  標
準
税
率
(
4
％
)
 

 
分
離
課
税
が
適
用
さ
れ
る
所
得
に
か
か
る
 

 
特
例
あ
り
 

 標
準
税
率
(
1
,
0
0
0
円
)
 

 
た
だ
し
、
平
成
2
6
年
度
か
ら
平
成
3
5
年
度
 

 
ま
で
1
,
5
0
0
円
 

 一
定
税
率
(
5
％
)
 

(
平
成
2
5
年
1
2
月
3
1
日
ま
で
は
3
%
)
 

 一
定
税
率
(
5
％
)
 

(
平
成
2
5
年
1
2
月
3
1
日
ま
で
は
3
%
)
 

  標
準
税
率
(
5
％
)
 

   標
準
税
率
(
2
万
円
～
8
0
万
円
)
 

  一
定
税
率
(
5
％
)
 

   標
準
税
率
(
3
％
～
5
％
)
 

  標
準
税
率
 

 
外
形
標
準
課
税
対
象
法
人
 
(
注
)
 

(
資
本
金
１
億
円
超
の
普
通
法
人
)
 

 
付
加
価
値
割
 
 
 
0
.
4
8
％
 

 
資
本
割
 
 
 
 
 
 
 
0
.
2
％
 

 
所
得
割
 
 
 
 
3
.
8
％
～
7
.
2
％
 

 
 
 
 
※
 
(
1
.
5
％
～
2
.
9
％
)
［
1
4
8
％
］

 
所
得
課
税
法
人
 

(
資
本
金
１
億
円
以
下
の
普
通
法
人
、
 

 
公
益
法
人
等
及
び
特
別
法
人
等
)
 

 
所
得
割
 
 
 
5
％
～
9
.
6
％
 

 
 
 
 
※
 
(
2
.
7
％
～
5
.
3
％
)
［
 
8
1
％
］

 
収
入
金
額
課
税
法
人
 

 
収
入
割
 
 
 
 
 
 
1
.
3
％
 

 
 
 
 
 
 
 
 
※
 
(
0
.
7
％
)
［
 
8
1
％
］

 
※
平
成
2
0
年
1
0
月
１
日
以
後
開
始
事
業
年
 

 
 
度
か
ら
(
 
)
内
の
標
準
税
率
及
び
地
方
 

 
 
法
人
特
別
税
の
税
率
と
し
て
[
 
]
内
の
 

 
 
税
率
が
適
用
(
暫
定
措
置
)
 
 

  

 無
 

   無
 

   －
 

  －
 

   有
:
創
設
時
(
昭
和
2
9
年

 
 
度
)
よ
り
 

 
 
昭
和
5
6
年
度
よ
り
 

 
 
6
％
 

無
 

  －
 

   有
:
昭
和
5
0
年
度
創
設
 

 
(
当
初
よ
り
1
.
1
倍
)
 

 有
:
昭
和
5
0
年
度
創
設
 

 
 
平
成
1
6
年
度
よ
り
 

 
 
1
.
2
倍
 

 
 
当
初
、
標
準
税
率
 

 
 
の
1
.
1
倍
 

                

 平
成
９
年
度
 

ま
で
は
届
出
制
 

                        昭
和
4
9
年
度
 

ま
で
は
届
出
制
 

 昭
和
4
9
年
度
 

ま
で
は
届
出
制
 

                   

(
注
)
 
事
業
税
(
法
人
)
の
外
形
標
準
課
税
は
、
平
成

1
6
年
４
月
１
日
以
後
開
始
事
業
年
度
か
ら
適
用
。
 

税
 

 
目

 
税

 
率

 
の

 
種

 
類

 
制

限
税

率
の

有
無

 
摘

 
 

要
 

地
方

消
費

税
 

 
 
譲

渡
割

 
 

 
 

 
 

 
  

 
貨

物
割

 
 

 
 

 
 

 
  不

動
産

取
得

税
 

    道
府

県
た

ば
こ

税
 

  ゴ
ル

フ
場

利
用

税
 

      自
動

車
取

得
税

 
     軽

油
引

取
税

 
    自

動
車

税
 

      鉱
区

税
 

  道
府
県
固
定
資
産
税
 

  狩
猟

税
 

   水
利

地
益

税
 

 一
定

税
率

(
2
5
％

)
 

 一
定

税
率

(
2
5
％

)
 

  標
準

税
率

(
本

則
4
％

)
 

 
住

宅
及

び
土

地
は

平
成

1
8
年

４
月

１
日

か
 

 
ら

平
成

2
7
年

３
月

3
1
日

ま
で

3
％

 
  一

定
税

率
(
1
,
0
0
0
本

に
つ

き
 
1
,
5
0
4
円

)
 

  標
準

税
率

(
1
人

1
日

に
つ

き
8
0
0
円

)
 

      一
定

税
率

 
 

自
家

用
自

動
車

 
 

 
 

 
 

 
5
％

 
 
(
当

分
の

間
の

措
置

。
 

 
本

則
3
％

)
 

営
業

用
自

動
車

及
び

軽
自

動
車

 
3
％

 
  一

定
税

率
 

 
1
k
l
に

つ
き

3
2
,
1
0
0
円

 
 
(
当

分
の

間
の

措
置

。
本

則
1
5
,
0
0
0
円

)
 

  標
準

税
率

(
定

額
課

税
)
 

      一
定

税
率

 
  標

準
税

率
(
1
.
4
％

)
 

  一
定

税
率

 
 

5
,
5
0
0
円

、
8
,
2
0
0
円

、
1
1
,
0
0
0
円

、
 

 
1
6
,
5
0
0
円

 
 任

意
税

率
 

 －
 

 －
 

  無
 

    －
 

  有
:
昭

和
5
2
年

度
創

設
 

 
 
平

成
元

年
度

よ
り

 
 

 
1
,
2
0
0
円

 
 

 
当

初
、

標
準

税
率

 
 

 
の

1
.
5
倍

 
  －

 
     －

 
    有

:
昭

和
5
1
年

度
創

設
 

 
 
平

成
1
8
年

度
よ

り
 

 
 
1
.
5
倍

 
 

 
当

初
、

標
準

税
率

 
 

 
の

1
.
2
倍

 
  －

 
  無

 
  －

 
   無

 

       平
成

９
年

度
ま

で
は

届
出

制
 

             平
成

2
1
年

度
ま

で
は

暫
定

税
率

 
    平

成
2
1
年

度
ま

で
は

暫
定

税
率

 
          平

成
９

年
度

ま
で

は
届

出
制

 

 

【
資

料
１

２
】
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市
町

村
税

の
税

率
一

覧

税
 

 
目

 
税

 
率

 
の

 
種

 
類

 
制

限
税

率
の

有
無

 
摘

 
 

要
 

 市
町

村
民

税
 

 
 

 
 

所
得

割
 

  
個

 
人

 
  

 
 
 

均
等

割
 

    
 

 
 
法

人
税

割
 

  
法

 
人

 
  

 
 

 
均

等
割

 
    固

定
資

産
税

 
            軽

自
動

車
税

 
     市

町
村

た
ば

こ
税

 
  鉱

産
税

 
    特

別
土

地
保

有
税

 
    入

湯
税

 
  

  標
準

税
率

(
6
％

)
 

 
分

離
課

税
が

適
用

さ
れ

る
所

得
に

係
る

 
 

特
例

あ
り

 
 標

準
税

率
(
3
,
0
0
0
円

)
 

 
た

だ
し

、
平

成
2
6
年

度
か

ら
平

成
3
5
年

 
 

度
ま

で
3
,
5
0
0
円

 
 標

準
税

率
(
1
2
.
3
％

)
 

   標
準

税
率

(
5
万

円
～

3
0
0
万

円
)
 

    標
準

税
率

(
1
.
4
％

)
 

            標
準

税
率

(
定

額
課

税
)
 

     一
定

税
率

(
1
,
0
0
0
本

に
つ

き
 
4
,
6
1
8
円

)
 

  標
準

税
率

(
1
％

)
 

 
(
2
0
0
万

円
/
月

以
下

の
場

合
0
.
7
％

)
 

   一
定

税
率

 
 

土
地

の
所

有
 
 
 

1
.
4
％

 
 

土
地

の
取

得
 

 
 
3
％

 
  標

準
１

人
１

日
1
5
0
円

 

 無
 

   無
 

   有
:
創

設
時

よ
り

 
 

 
昭

和
5
6
年

度
よ

り
 

 
 
1
4
.
7
％

 
 有

:
創

設
時

よ
り

 
 

 
昭

和
5
9
年

度
よ

り
 

 
 
1
.
2
倍

 
  無

 
            有

:
昭

和
5
1
年

度
創

設
 

 
 
平

成
1
8
年

度
よ

り
 

 
 
1
.
5
倍

、
 

 
 
当

初
、

標
準

税
率

 
 

 
の

1
.
2
倍

 
 －

 
  有

:
創

設
時

よ
り

 
 

 
(
1
.
2
％

)
 

 
 
2
0
0
万

円
/
月

以
下

 
 

 
の

場
合

 
0
.
9
％

 
 －

 
    無

 

 平
成

1
0
年

度
改

正
に

お
い

て
、
個

人
の

市
町

村
民

税
に

お
け

る
制

限
税

率
が

廃
止

さ
れ

た
。

 
           平

成
1
0
年

度
改

正
に

お
い

て
届

出
制

が
廃

止
さ

れ
、

1
.
7
％

を
超

え
る

一
定

の
場

合
の

議
会

手
続

が
必

要
と

な
っ

た
。

 
平

成
1
6
年

度
改

正
に

お
い

て
、

制
限

税
率

が
廃

止
さ

れ
た

。
 

               平
成

1
5
年

度
以

降
は

新
た

な
課

税
を

停
止

。
 

 

税
 
 
目
 

税
 
率
 
の
 
種
 
類
 

制
限
税
率
の
有
無
 

摘
 
 
要
 

事
業

所
税

    都
市

計
画

税
  水

利
地

益
税

  共
同

施
設

税
  宅

地
開

発
税

  

一
定
税
率
 

 
資
産
割
 
 
 
6
0
0
円
/
㎡
 

 
 
従
業
者
割

 
 
 
0
.
2
5
％
 

  制
限
税
率
(
0
.
3
％
)
 

  任
意
税
率
 

  任
意
税
率
 

  任
意
税
率
 

－
 

    有
:
創
設
時
よ
り
 

 
(
当
初
、
0
.
2
％
)
 

 無
 

  無
 

  無
 

      昭
和
5
3
年
度
よ

り
0
.
3
％
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ア
超
過
課
税
実
施
団
体
数

（
平
成
2
2
年
４
月
１
日
現
在
）

○
都
道
府
県

＜
道
府
県
民
税
＞

個
人

均
等

割
3
0
団

体

所
得

割
１

団
体

法
人

均
等

割
3
0
団

体

法
人

税
割

4
6
団

体

＜
法

人
事

業
税

＞
8
団

体

＜
自

動
車

税
＞

１
団

体

○
市
町
村

＜
市
町
村
民
税
＞

個
人

均
等

割
3
団

体

所
得

割
2
団

体

法
人

均
等

割
4
0
4
団

体

法
人

税
割

1
,
0
0
3
団

体

＜
固

定
資

産
税

＞
1
6
2
団

体

＜
軽

自
動

車
税

＞
3
3
団

体

＜
鉱

産
税

＞
3
4
団

体

＜
入

湯
税

＞
2
団

体

イ
超
過
課
税
の
規
模

（
平
成
22
年
度
決
算
）

道
府

県
税

（
団

体
数

）

道 府 県 民 税

個
人

均
等

割
（
３

０
団

体
）

１
７

４
．

７
億

円

所
得

割
（
１

団
体

）
２

４
．

７
億

円

法
人

均
等

割
（
３

０
団

体
）

８
９

．
８

億
円

法
人

税
割

（
４

６
団

体
）

８
２

４
．

０
億

円

法
人

事
業

税
（
８

団
体

）
９

７
７

．
０

億
円

自
動

車
税

（
１

団
体

）
８

百
万

円

道
府

県
税

計
２

，
０

９
０

．
４

億
円

市
町

村
税

（
団

体
数

（
注

）
）

市 町 村 民 税

個
人

均
等

割
（
３

団
体

）
１

６
．

９
億

円

所
得

割
（
２

団
体

）
０

．
７

億
円

法
人

均
等

割
（
４

０
４

団
体

）
１

５
３

．
１

億
円

法
人

税
割

（
１

,０
０

３
団

体
）

２
，

０
３

６
．

８
億

円

固
定

資
産

税
（
1
６

２
団

体
）

３
７

１
．

９
億

円

軽
自

動
車

税
（
３

３
団

体
）

７
．

２
億

円

鉱
産

税
（
３

４
団

体
）

９
百

万
円

入
湯

税
（
２

団
体

）
２

３
百

万
円

市
町

村
税

計
２

，
５

８
６

．
９

億
円

超
過

課
税

合
計

４
，

６
７

７
．

３
億

円

※
地

方
税

収
に

占
め

る
割

合
１

．
３

６
％

※
地

方
法

人
二

税
の

占
め

る
割

合
：
８

７
．

２
％

岩
手

県
、

秋
田

県
、

山
形

県
、

福
島

県
、

茨
城

県
、

栃
木

県
、

神
奈

川
県

、
富

山
県

、
石

川
県

、
長

野
県

、
静

岡
県

、
愛

知
県

、
滋

賀
県

、
兵

庫
県

、
奈

良
県

、
和

歌
山

県
、

鳥
取

県
、

島
根

県
、

岡
山

県
、

広
島

県
、

山
口

県
、

愛
媛

県
、

高
知

県
、

福
岡

県
、

佐
賀

県
、

長
崎

県
、

熊
本

県
、

大
分

県
、

宮
崎

県
、

鹿
児

島
県

岩
手

県
、

秋
田

県
、

山
形

県
、

福
島

県
、

茨
城

県
、

栃
木

県
、

富
山

県
、

石
川

県
、

長
野

県
、

静
岡

県
、

愛
知

県
、

滋
賀

県
、

大
阪

府
、

兵
庫

県
、

奈
良

県
、

和
歌

山
県

、
鳥

取
県

、
島

根
県

、
岡

山
県

、
広

島
県

、
山

口
県

、
愛

媛
県

、
高

知
県

、
福

岡
県

、
佐

賀
県

、
長

崎
県

、
熊

本
県

、
大

分
県

、
宮

崎
県

、
鹿

児
島

県

静
岡

県
を

除
く

4
6
都

道
府

県

宮
城

県
、

東
京

都
、

神
奈

川
県

、
静

岡
県

、
愛

知
県

、
京

都
府

、
大

阪
府

、
兵

庫
県

東
京
都

【
北

海
道

】
函

館
市

、
夕

張
市

、
留

萌
市

、
美

唄
市

、
芦

別
市

、
赤

平
市

、
根

室
市

、
滝

川
市

、
砂

川
市

、
歌

志
内

市
、

深
川

市
、

古
平

町
、

上
砂

川
町

、
由

仁
町

、
南

幌
町

、
栗

山
町

、
浦

臼
町

、
滝

上
町

【
青

森
県

】
鰺

ヶ
沢

町
【
山

梨
県

】
早

川
町

【
島

根
県

】
松

江
市

、
浜

田
市

、
出

雲
市

、
益

田
市

、
大

田
市

、
斐

川
町

【
徳

島
県

】
徳

島
市

、
小

松
島

市
、

鳴
門

市
【
香

川
県

】
高

松
市

【
高

知
県

】
高

知
市

、
須

崎
市

【
福

岡
県

】
大

牟
田

市

三
重

県
桑

名
市

、
岡

山
県

美
作

市

神
奈

川
県

北
海

道
夕
張
市
、
神
奈
川
県
横
浜
市
、

宮
崎

県
宮
崎
市

北
海
道
夕
張
市
、
兵
庫
県
豊
岡
市

超
過

課
税

の
現

状
に

つ
い

て
【
資
料

１
３

】
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標
準
税
率
未
満
で
の
課
税
の
現
状
に
つ
い
て

団
体

名
税

目
実

施
年

度
内

容

愛
知

県
名

古
屋

市

個
人

市
民

税
Ｈ

２
４

年
度

課
税

分
か

ら
《
均

等
割

》
税

率
３

，
０

０
０

円
→

２
，

８
０

０
円

（
税

率
５

％
引

下
げ

）

《
所

得
割

》
税

率
６

％
→

５
．

７
％

（
税

率
５

％
引

下
げ

）

法
人

住
民

税
《
均

等
割

》
９

段
階

に
区

分
さ

れ
て

い
る

税
率

を
、

そ
れ

ぞ
れ

５
％

引
下

げ
例

）
資

本
金

1
,0

0
0
万

円
以

下
か

つ
従

業
員

数
5
0
人

以
下

の
法

人
の

例
５

０
，

０
０

０
円

→
４

７
，

５
０

０
円

愛
知

県
半

田
市

個
人

市
民

税
Ｈ

２
２

年
度

課
税

分
の

み
《
均

等
割

》
税

率
を

３
，

０
０

０
円

か
ら

１
０

０
円

に
引

下
げ

《
所

得
割

》
税

率
を

６
％

か
ら

５
．

６
％

に
引

下
げ

埼
玉

県
北

本
市

個
人

市
民

税
Ｈ

２
３

年
度

課
税

分
の

み
《
均

等
割

》
税

率
３

，
０

０
０

円
→

２
，

７
０

０
円

（
税

率
１

０
％

引
下

げ
）

《
所

得
割

》
税

率
６

％
→

５
．

４
％

（
税

率
１

０
％

引
下

げ
）

愛
知

県
大

治
町

個
人

町
民

税
Ｈ

２
３

年
度

課
税

分
の

み
《
均

等
割

》
税

率
を

３
，

０
０

０
円

か
ら

１
０

０
円

に
引

下
げ

《
所

得
割

》
税

率
を

６
％

か
ら

５
．

６
％

に
引

下
げ

沖
縄

県
金

武
町

個
人

町
民

税
Ｈ

２
４

年
度

課
税

分
か

ら
《
均

等
割

》
税

率
３

，
０

０
０

円
→

２
，

７
０

０
円

（
税

率
１

０
％

引
下

げ
）

《
所

得
割

》
税

率
６

％
→

５
．

４
％

（
税

率
１

０
％

引
下

げ
）

大
阪

府
和

泉
市

個
人

市
民

税
Ｈ

２
５

年
度

課
税

分
の

み
《
均

等
割

》
税

率
を

３
，

０
０

０
円

か
ら

１
０

０
円

に
引

下
げ

《
所

得
割

》
税

率
を

６
％

か
ら

５
．

８
５

％
に

引
下

げ

（
注

１
）

（
注

２
）

（
注
１

）
名
古
屋
市
は
過
去
、
平
成
2
2
年
度
に
限
り
個
人
市
民
税
及
び
法
人
住
民
税
の
1
0
％
減
税
を
実
施
。

（
注
２

）
半
田
市
は
交
付
団
体
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
平
成
2
3
年
度
以
降
の
減
税
は
実
施
し
て
い
な
い
。

（
注
３

）
北
本
市
は
平
成
2
4
年
度
以
降
は
都
市
計
画
税
の
税
率
を
0
.
2
5
％
か
ら
0
.
2
％
に
引
き
下
げ
る
こ
と
と
し
、
個
人
市
民
税
の
減
税
を
継
続

し
な
い
こ
と
と
し
た
。

（
注
４
）

大
治
町
は
防
災
対
策
を
優
先
す
る
た
め
、
個
人
町
民
税
の
減
税
を
継
続
し
な
い
こ
と
と
し
た
。

（
注
５
）

平
成
2
5
年
度
課
税
分
に
つ
い
て
は
、
マ
ス
コ
ミ
報
道
等
に
よ
り
把
握
し
た
も
の
に
限
る
。

（
注

４
）

（
注

３
）

【
資
料

１
４

】
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○
協

議
制

（
平

成
１

８
年

度
以

降
）

標
準

税
率

未
満

で
課

税
を

行
う

団
体

に
つ

い
て

は
、

総
務

大
臣

又
は

都
道

府
県

知
事

の
許

可
を

受
け

れ
ば

建
設

地
方

債
を

起
こ

す
こ

と

が
で

き
る

。 （
地
方
債
に
つ
い
て
の
関
与
の
特
例
）

第
五
条
の
四

４
普

通
税

（
地

方
消

費
税

、
道

府
県

た
ば

こ
税

、
市

町
村

た
ば

こ
税

、
鉱

区
税

、
特

別
土

地
保

有
税

及
び

法
定

外
普

通
税

を
除

く
。

）

の
税

率
の

い
ず

れ
か

が
標

準
税

率
未

満
で

あ
る

地
方

公
共

団
体

（
第

一
項

各
号

に
掲

げ
る

も
の

を
除

く
。

）
は

、
第

五
条

第
五

号
に

規
定

す
る

経
費

の
財

源
と

す
る

地
方

債
を

起
こ

し
、

又
は

起
債

の
方

法
、

利
率

若
し

く
は

償
還

の
方

法
を

変
更

し
よ

う
と

す
る

場
合

は
、

政
令

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
総

務
大

臣
又

は
都

道
府

県
知

事
の

許
可

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
を
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

７
総

務
大

臣
は

、
第

一
項

、
第

三
項

及
び

第
四

項
の

総
務

大
臣

の
許

可
並

び
に

第
一

項
第

四
号

か
ら

第
六

号
ま

で
の

規
定

に
よ

る
指

定
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
解
除
に
つ
い
て
は
、
地
方
財
政
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

平
成

２
４

年
度

地
方

債
同

意
等

基
準

六
標
準
税
率
未
満
に
よ
り
許
可
を
要
す
る
場
合

普
通

税
の

税
率

が
標

準
税

率
未

満
の

地
方

公
共

団
体

に
つ

い
て

は
、

地
方

公
共

団
体

の
歳

出
は

地
方

債
以

外
の

歳
入

を
も

っ
て

そ
の

財
源

と
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と
す

る
地

財
法

第
５

条
本

文
の

趣
旨

を
踏

ま
え

、
当

該
普

通
税

の
税

率
が

標
準

税
率

未
満

で
あ

る
こ

と

に
よ
る
世
代
間
の
負
担
の
公
平
へ
の
影
響
や
地
方
税
収
の
確
保
の
状
況
等
を
勘
案
し
て
、
地
方
債
を
許
可
す
る
も
の
と
す
る
。

世
代

間
の

負
担

の
公

平
へ

の
影

響
に

つ
い

て
は

減
税

に
よ

る
減

収
額

を
上

回
る

行
政

改
革

の
取

組
等

を
予

定
し

て
い

る
か

ど
う

か
、

ま
た

、
地

方
税

収
の

確
保

の
状

況
に

つ
い

て
は

当
該

団
体

の
地

方
税

の
徴

収
率

が
類

似
団

体
の

地
方

税
の

徴
収

率
を

上
回

っ
て

い
る

か

ど
う
か
を
中
心
に
精
査
す
る
も
の
と
す
る
。

地
方

財
政

法
（

抄
）標

準
税

率
未

満
で

課
税

を
行

っ
た

場
合

の
財

政
上

の
措

置
（
現

状
）

【
資
料

１
５

】
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制
限
税
率
に
つ
い
て

改
正
内
容

制
限
税
率
の
異
動

昭
和
2
5
年

地
方
税
法
制
定
時
に
制
限
税
率
が
設
定
さ
れ
て
い
た
税
目

【
道
府
県
税
】

付
加
価
値
税
（
税
制
自
体
が
施
行
さ
れ
ず
）

【
市
町
村
税
】

個
人
市
町
村
民
税
（
均
等
割
、
所
得
割
）
、
法

人
市
町
村
民
税
（
均
等
割
）
、

固
定
資
産
税
（
昭
和
2
6
年
か
ら
）
、
鉱
産
税
、

木
材
引
取
税

昭
和
2
9
年

固
定
資
産
税
の
制
限
税
率
強
化

3
.
0
%
→
2
.
5
%
（

約
1
.
8
8
倍
→
約
1
.
6
7
倍
）

強
化

昭
和
3
4
年

固
定
資
産
税
の
制
限
税
率
強
化

2
.
5
%
→
2
.
1
%
（
約
1
.
7
9
倍
→
1
.
5
倍
）

昭
和
5
0
年

事
業
税
に
制
限
税
率
導
入

標
準
税
率
の
1
.
1
倍

昭
和
5
1
年

自
動
車
税
・
軽
自
動
車
税
に
制
限
税
率
導
入

標
準
税
率
の
1
.
2
倍

昭
和
5
2
年

娯
楽
施
設
利
用
税
に
制
限
税
率
導
入

標
準
税
率
の
1
.
2
倍

昭
和
5
3
年

都
市
計
画
税
の
制
限
税
率
緩
和

0
.
2
%
→
0
.
3
%

緩
和

昭
和
5
9
年

法
人
市
町
村
民
税
均
等
割
の
制
限
税
率
を
統
一

均
等
割
額
毎
に
設
定
(
1
.
2
5
倍
～
約
1
.
6
9
倍
)
→
1
.
2
倍

強
化

平
成
1
0
年

個
人
市
町
村
民
税
の
制
限
税
率
を
廃
止

廃
止

緩
和

廃
止

平
成
1
6
年

法
人
事
業
税
の
制
限
税
率
を
緩
和

固
定
資
産
税
の
制
限
税
率
を
廃
止

1
.
1
倍
→
1
.
2
倍

廃
止

平
成
1
8
年

自
動
車
税
・
軽
自
動
車
税
の
制
限
税
率
を
緩
和

1
.
2
倍
→
1
.
5
倍

○
制
限
税
率
と
は
「
地
方
税
法
の
定
め
る
税
率
以
下
の
税
率
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
。
」

定
義

主
な
改
正
経
緯

地 域 主 権 改 革

地 方 分 権 改 革

【
資
料

１
６

】
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国
税

と
地

方
税

の
確

定
方

式

69
.7
%

28
.5
%

1.
8%

申
告

納
税

と
自

動
確

定
で

９
８

．
２

％

30
.5
%

23
.2
%

46
.3
%

賦
課

課
税

が
６

９
．

５
％

（
注

）
１

平
成

２
２

年
度

決
算

額
に

よ
り

算
出

し
た

。
２

個
人

住
民

税
特

別
徴

収
分

は
、

「
平

成
２

２
年

度
市

町
村

税
課

税
状

況
調

」
の

特
別

徴
収

税
額

を
ベ

ー
ス

に
し

て
い

る
。

３
国

税
の

う
ち

関
税

及
び

そ
の

他
は

、
申

告
納

税
分

と
賦

課
課

税
分

の
額

の
内

訳
が

不
明

で
あ

る
た

め
、

「
そ

の
他

」
に

分
類

し
た

。
４

法
定

外
税

は
申

告
納

付
に

よ
る

も
の

が
ほ

と
ん

ど
で

あ
る

た
め

、
「
申

告
納

付
（
入

）
」
に

分
類

し
た

。

法
人

道
府

県
民

税
、

道
府

県
民

税
（
利

子
割

、
配

当
割

、
株

式
等

譲
渡

所
得

割
）
、

法
人

事
業

税
、

地
方

消
費

税
、

道
府

県
た

ば
こ

税
、

ゴ
ル

フ
場

利
用

税
、

自
動

車
取

得
税

、
軽

油
引

取
税

、
法

人
市

町
村

民
税

、
市

町
村

た
ば

こ
税

、
鉱

産
税

、
特

別
土

地
保

有
税

、
入

湯
税

、
事

業
所

税
、

法
定

外
税

個
人

道
府

県
民

税
（
特

別
徴

収
分

）
個

人
市

町
村

民
税

（
特

別
徴

収
分

）

個
人

道
府

県
民

税
（
普

通
徴

収
分

）
、

個
人

事
業

税
、

不
動

産
取

得
税

、
自

動
車

税
、

鉱
区

税
、

狩
猟

税
、

道
府

県
固

定
資

産
税

、
個

人
市

町
村

民
税

（
普

通
徴

収
分

）
、

固
定

資
産

税
、

都
市

計
画

税
、

軽
自

動
車

税
、

水
利

地
益

税

所
得

税
申

告
分

、
法

人
税

、
相

続
税

、
消

費
税

、
酒

税
、

た
ば

こ
税

、
揮

発
油

税
、

石
油

ガ
ス

税
、

航
空

機
燃

料
税

、

石
油

石
炭

税
、

電
源

開
発

促
進

税
、

と
ん

税
、

地
方

揮
発

油
税

、
特

別
と

ん
税

、
地

方
法

人
特

別
税

、
た

ば
こ

特
別

税
所

得
税

源
泉

分
、

自
動

車
重

量
税

、
印

紙
収

入
関

税

そ
の

他

申
告

納
税

源
泉

分
等

（
自

動
確

定
）

そ
の

他

申
告

納
付

（
入

）
賦

課
課

税

特
別

徴
収

普
通

徴
収

等

国
税

地
方

税

【
資
料

１
７

】
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平
成
2
3
年

度
税

制
改

正
大

綱
（
抄

）

第
３

章
平

成
2
3
年

度
税

制
改

正

１
．

納
税

環
境

整
備

（
５

）
地

方
税

に
関

す
る

税
務

調
査

手
続

等
の

見
直

し
〔
地

方
税

〕

①
税

務
調

査
手

続
イ

総
務

省
が

行
う

調
査

手
続

地
方

税
に

関
す

る
総

務
省

が
行

う
調

査
手

続
に

つ
い

て
は

、
国

税
の

見
直

し
と

併
せ

て
所

要
の

措
置

を
講

じ
ま

す
。

ロ
地

方
自

治
体

が
行

う
調

査
手

続
地

方
税

に
関

す
る

調
査

の
事

前
通

知
、

調
査

終
了

時
の

手
続

に
つ

い
て

は
、

地
域

主
権

改
革

の
観

点
に

立
つ

べ
き

こ
と

及
び

地
方

税
の

課
税

団
体

が
多

数
に

の
ぼ

り
そ

の
規

模
も

様
々

で
あ

る
こ

と
な

ど
を

踏
ま

え
、

全
地

方
自

治
体

に
同

様
の

対
応

を
一

律
に

義
務

付
け

る
の

で
は

な
く
、

各
地

方
自

治
体

に
お

い
て

適
切

に
対

応
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、

国
税

に
お

け
る

取
扱

い
に

つ
い

て
情

報
提

供
を

十
分

に
行

い
ま

す
。

ハ
上

記
イ

及
び

ロ
共

通
そ

の
他

国
税

の
見

直
し

と
併

せ
て

所
要

の
措

置
を

講
じ

ま
す

。

②
更

正
の

請
求

イ
納

税
者

の
救

済
と

課
税

の
適

正
化

と
の

バ
ラ

ン
ス

、
制

度
の

簡
素

化
の

観
点

か
ら

、
(
ｲ
)

納
税

者
が

「
更

正
の

請
求

」
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

期
間

（
現

行
１

年
）
を

５
年

に
延

長
し

ま
す

。
(
ﾛ
)

併
せ

て
、

課
税

庁
が

増
額

更
正

で
き

る
期

間
（
現

行
３

年
の

も
の

）
を

５
年

に
延

長
し

ま
す

。
こ

れ
に

よ
り

、
基

本
的

に
、

納
税

者
に

よ
る

修
正

申
告

・
更

正
の

請
求

、
課

税
庁

に
よ

る
増

額
更

正
・
減

額
更

正
の

期
間

を
全

て
一

致
さ

せ
る

こ
と

と
し

ま
す

。
（
注

）
脱

税
の

場
合

の
課

税
庁

に
よ

る
増

額
更

正
期

間
（
現

行
７

年
）
は

、
現

行
ど

お
り

存
置

し
ま

す
。

ロ
故

意
に

内
容

虚
偽

の
更

正
の

請
求

書
を

提
出

し
た

場
合

を
処

罰
す

る
規

定
を

設
け

る
こ

と
と

し
ま

す
。

法
定

刑
は

、
１

年
以

下
の

懲
役

又
は

5
0
万

円
以

下
の

罰
金

と
し

ま
す

。
ハ

そ
の

他
国

税
の

見
直

し
と

併
せ

て
所

要
の

措
置

を
講

じ
ま

す
。

【
資
料

１
８

】
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③
理

由
附

記
イ

総
務

大
臣

が
行

う
処

分
に

関
す

る
手

続
地

方
税

に
関

す
る

総
務

大
臣

が
行

う
処

分
に

関
す

る
手

続
に

つ
い

て
は

、
国

税
の

見
直

し
と

併
せ

て
所

要
の

措
置

を
講

じ
ま

す
。

ロ
地

方
自

治
体

が
行

う
処

分
に

関
す

る
手

続
地

方
税

に
関

す
る

地
方

自
治

体
が

行
う

処
分

に
関

す
る

手
続

に
つ

い
て

は
、

全
地

方
自

治
体

に
同

様
の

対
応

を
一

律
に

義
務

付
け

る
の

で
は

な
く
、

各
地

方
自

治
体

に
お

い
て

適
切

に
対

応
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、

国
税

に
お

け
る

取
扱

い
に

つ
い

て
情

報
提

供
を

十
分

に
行

い
ま

す
。

④
国

税
に

お
け

る
「
納

税
者

権
利

憲
章

」
の

策
定

を
踏

ま
え

た
対

応
地

域
主

権
改

革
の

観
点

を
踏

ま
え

、
全

地
方

自
治

体
に

同
様

の
対

応
を

一
律

に
義

務
付

け
る

の
で

は
な

く
、

各
地

方
自

治
体

に
お

い
て

適
切

に
対

応
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、

国
税

に
お

け
る

取
扱

い
に

つ
い

て
情

報
提

供
を

十
分

に
行

い
ま

す
。

⑤
そ

の
他

所
要

の
措

置
を

講
じ

ま
す

。
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